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で業務のјྙ҄Მ҄܇஛ᛦૢ手続のᩓ࠰

 、஛ᛦૢのᨥに࠰、とは҄܇஛ᛦૢ手続のᩓ࠰　

 、しࢽ業Ճが、̬ᨖ˟ᅈ等かǒ੘ᨊ証明書等をȇーǿで取ࢼ　①

②　そのȇーǿを「࠰ᛦǽフト」等に取りᡂんでࢼ業Ճが̬ᨖ料੘ᨊဎԓ書などをȇーǿで作成、 

③　੘ᨊ額がᐯѣᚘምされた̬ᨖ料੘ᨊဎԓ書等をѮ務έにȇーǿで੩̓し、

į　Ѯ務έにƓいて、੩̓されたȇーǿをؕに࠰税額をᐯѣᚘምし、੩̓されたȇーǿを̬ሥ

するもので、̬ᨖ料੘ᨊやᣐͪ者（ཎК）੘ᨊの੘ᨊ額の౨ምや੘ᨊ証明書等のȁǧッǯがɧ要と

なるなど、業務がјྙ҄されます。

　また、国税庁では、࠰஛ᛦૢ手続にƓいて、ࢼ業Ճが੘ᨊ証明書等ȇーǿを用いて

ቇ̝・ദᄩに੘ᨊဎԓ書を作成することができる「࠰ᛦǽフト」をパǽǳン・ǹȞート

フǩンのπࡸǢȗȪǹトǢなどで໯Ν੩̓していますので、ご෇用ください。
ᛇしくはこちǒĂ

はơめに

　เඡ৑ࢽ税の納付は、ǹȞホ・2%でいつでも納付ができ、ྵ 金

ɧ要で手᧓いǒƣの「ǭȣッǷȥレǹ納付」が̝٭ٻМです。

　なƓ、G�6aZホームページɥに、「เඡ৑ࢽ税のǭȣッǷȥレǹ

納付˳᬴ǳーȊー」を᧏設していますので、そちǒを෇用し、G�6aZ

によるǭȣッǷȥレǹ納付のМࣱ̝をƥƻ˳᬴してください。

　このパンフレットは、宗教法人にƓいてཎに注

ॖしていただきたいˌɦの事項について、そのಒ

要をᛟ明したものです。

　１　宗教法人が支払うዅɨや報酬・料金に対す

　　る৑ࢽ税ӏƼࣄᐻཎК৑ࢽ税のเඡࣉ収

　２　宗教法人が行う収Ⴉ事業に対する法人税ӏ

　　Ƽ地方法人税の課税

　３　宗教法人が行う᝻ငのᜯบ等に対する消費

　　税ӏƼ地方消費税の課税

　Ხ　宗教法人が作成する一定の文書に対する印

　　紙税

เඡ৑ࢽ税の納付はǭȣッǷȥレǹ納付が̝МですᲛเඡ৑ࢽ税の納付はǭȣッǷȥレǹ納付が̝МですᲛ

ȞǤȊンȐーǫーȉでできることってᲹ
　ȞǤȊンȐーǫーȉをМ用して、G�6aZで੩Јすればஜ人ᄩᛐ書類の੩示又はϙしのช付がɧ要

です。その˂、ȞǤȊンȐーǫーȉでȭǰǤンすれば、G�6aZのȡッǻージȜッǯǹかǒဎԓした

内容や税務署かǒのƓჷǒせなどをᄩᛐできます。

ȞǤȊンȐーǫーȉӏƼᩓ܇証明書のஊј஖ᨂにご注ॖください

ஊј஖ᨂについて
はこちǒかǒ

　ஊј஖ᨂをᢅƗた場合、ȞǤȊȝーǿȫᡲઃやG�6aZ手続等のごМ用ができませんので、

Ɠଔめに୼ૼ手続きをƓᫍいします。

　ᛇしくは、ȇジǿȫ庁ホームページ

（https://www.Figital.go.jp/policiGs/m[numbGT/GZpiTation�FatG）

をご覧ください。
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เඡࣉ収Сࡇは、ዅɨや報酬・料金などのเඡࣉ収の対象とされている৑ࢽの支払者が、その支払のᨥ

に৑定の৑ࢽ税をࣉ収して国に納付するというものです。また、࠯成2１࠰�உ１日かǒˋԧ࠰��

したがって、宗教法人にƓいても、そのˊᘙࢫՃ（˰Ꮀ、ܷӮ等）やᎰՃ等にዅɨやᡚᎰ手当を支払う場

合、あるいは税ྸٟ等の報酬・料金、ᜒ๫料等を支払う場合には、เඡࣉ収義務者として、その支払のᨥに、

৑定の৑ࢽ税ӏƼࣄᐻཎК৑ࢽ税をเඡࣉ収して納付する必要があります。

なƓ、非އ˰者やٳ国法人に対して、ዅɨや報酬、ɧѣငの使用料、土地・࡫ཋ等のᜯ受けの対̖等を支

払う場合にも、৑定の৑ࢽ税ӏƼࣄᐻཎК৑ࢽ税をเඡࣉ収して納付する必要があります。

宗教法人の˟ᚘϼྸをദしく行うため、次

の事項に注ॖして、常日᪭かǒ宗教法人の収

支と˰Ꮀ等個人の収支を明ᄩにғЎしてƓ

くことが必要です。

また、˰ Ꮀ等のዅɨについては、あǒかơ

めᢘദな金額を定め൑உ一定の日に支ዅす

ることがஓましいと࣬ǘれます。

① 宗教෇ѣに伴う収入や宗教法人の᝻င

かǒဃƣる収入は、μて宗教法人の収入と

なります。

（เ　ඡ　৑　ࢽ　税）（เ　ඡ　৑　ࢽ　税）

宗教法人もเඡࣉ収義務者となります。

�2உ��日までの᧓にဃơる৑ࢽのうち、৑ࢽ税のเ

ඡࣉ収の対象とされている৑ࢽについては、৑ࢽ税

をࣉ収するᨥに、ࣄᐻཎК৑ࢽ税を́せてࣉ収しࣉ、

収した৑ࢽ税と́せて納付することとされています。

この৑ࢽ税ӏƼࣄᐻཎК৑ࢽ税をࣉ収して国に納付

する義務のある者を「เඡࣉ収義務者」といいます。

เඡࣉ収の対象とされている৑ࢽの支払者は、それ

が˟ᅈやңӷኵ合である場合はもちǖん、ܫ、ఄܖπ

庁であっても、また、個人や人఍のないᅈ ・ׇᝠׇで

あっても、μてเඡࣉ収義務者となります。

個人のܼᚘと宗教法人の˟ᚘとは明ᄩにғЎする

必要があります。
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ዅɨかǒเඡࣉ収をする৑ࢽ税ӏƼࣄᐻཎК৑ࢽ税の額は、税額ᘙをᢘ用して൭めることができます。

税額ᘙのᢘ用ғЎ

　ዅ料やចɨかǒเඡࣉ収をする税額は、「เඡࣉ収税額ᘙ」をᢘ用して൭めます。

　この税額ᘙは、「உ額ᘙ」、「日額ᘙ」ӏƼ「ចɨに対するเඡࣉ収税額のምЈྙのᘙ」にЎかれてƓ

り、また、それƧれの税額ᘙは、「ဍ」ഇӏƼ「ʊ」ഇ、日額ᘙは୼に「ɰ」ഇにғЎされています。

　これǒの税額ᘙは、ዅɨの支ዅғЎӏƼ「ዅɨ৑ࢽ者のৣ᫱੘ᨊ等ဎԓ書」の੩Јのஊ໯にࣖơ、それ

Ƨれ次のᘙのとƓりᢘ用します。

　　したがって、ࠋ଀、ڊ納金、˟ 費、ྂ 金、ធ銭、݃ ᧽金、ᩃ収入等はμて宗教法人の収入として宗教法人の˟ᚘ

。ቐにദしく記載する必要がありますࠚ　

②　宗教෇ѣに伴う支Јや宗教法人の᝻ငのዜਤ、ሥྸに要する支Јは、μて宗教法人の支Јとなります。　

　　そのうち、˰ ᎰやܷӮ（ˌɦ「˰Ꮀ等」といいます。）、ᎰՃ等に対するዅɨについては、その支払のᨥに৑ࢽ  

　税ӏƼࣄᐻཎК৑ࢽ税のเඡࣉ収を行うこととなります。このዅɨには、金銭で支払ǘれるዅ料やចɨの

　Ǆか、ࢸでᛟ明するいǘǏる「ྵཋዅɨ」もԃまれます。

　　なƓ、宗教法人の収入としてᚘɥすべきࠋ଀等を˰Ꮀ等個人が費消した場合には、宗教法人かǒ˰Ꮀ等に

　対してዅɨの支払があったものとされ、เඡࣉ収の対象となります。

③　ᝠငについても、宗教法人のものと˰Ꮀ等個人のものとを明ᄩにғЎしてƓくことが必要です。

ዅɨ৑ࢽのเඡࣉ収税額は、税額ᘙをᢘ用して൭

めます。

（注）�　ዅɨの支払を受ける人は、ৣ᫱ᚃଈのஊ໯に関̞なく、原則として൑࠰இИにዅɨの支払を受ける日

　　　　のЭ日までに、「ዅɨ৑ࢽ者のৣ᫱੘ᨊ等ဎԓ書」をዅɨの支払者に੩Јしなければなりません。

ᢘ用するഇᢘ用する税額ᘙ

உ額ᘙ

੩Јあり ဍ　ഇ

ဍ　ഇ

ဍ　ഇ

੩Јあり

੩Јなし ʊ　ഇ

ʊ　ഇ

ʊ　ഇ

ɰ　ഇ

੩Јなし

੩Јあり

੩Јなし

（੩Јɧ要）

日額ᘙ

日額ᘙ

ចɨに対するเ

ඡࣉ収税額のም

Јྙのᘙ又はஉ

額ᘙ

ዅɨの支ዅғЎ

①உごとに支払うもの

②Ҟஉごと、�0日ごとに支払うもの

③உのૢૠ̿の஖᧓ごとに支払うもの

į൑日支払うもの

İᡵごとに支払うもの

ı日лで支払うもの

Ĳ日ᨽ賃金

ĳច　ɨ

日ᨽ賃金をᨊ

きます。

ৣ᫱੘ᨊ等ဎԓ

書の੩Јのஊ໯
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˰Ꮀ等が˂にѮ務している場合の税額ᘙのᢘ用

　　　2　２か৑ˌɥかǒዅɨの支払を受ける場合には、「ዅɨ৑ࢽ者のৣ᫱੘ᨊ等ဎԓ書」は、そのいƣれか

　　　　一のዅɨの支払者にのǈ੩Јすることができます。この場合、そのဎԓ書の੩Јέかǒ支払を受ける

　　　　ዅɨを「主たるዅɨ」といい、それˌٳの者かǒ支払を受けるዅɨを「ࢼたるዅɨ」といいます。

　宗教法人の˰Ꮀ等のɶには、˂ にѮめながǒ宗教法人の用務を行うなど、˂ のѮ務έかǒもዅɨの支払

を受けている人がいます。

　このような人が、˂ のѮ務έに「ዅɨ৑ࢽ者のৣ᫱੘ᨊ等ဎԓ書」を੩Јしている場合には、その宗教法人

が支払うዅɨは「ࢼたるዅɨ」として、税額ᘙの「ʊ」ഇをᢘ用してเඡࣉ収を行うことになります。

　なƓ、２か৑ˌɥかǒ支払を受けるዅɨについて、そのいƣれを「主たるዅɨ」とするかは、ஜ人のᢠ৸に

よってൿめることができます。

　また、˰ Ꮀ等が２ȵ৑ˌɥかǒዅɨを受けている場合には、その˰Ꮀ等はᄩ定ဎԓを行う必要がありま

す。ᛇኬについては��᪫をごᄩᛐください。

ዅ料に対するเඡࣉ収税額のᚘም方法（ˋԧ࠰�Ў）

ဍഇᢘ用（主たるዅɨ）

உ々のเඡࣉ収税額は、次のようにᚘምします。

Ɔ設例Ƈ 宗教法人ŨŨ寺の ˰Ꮀの場合（ψᎰなし）

① ˋԧ３࠰�உЎዅ料 �20�000ό

② ዅ料の額かǒ੘ᨊするᅈ˟̬ᨖ料等 ���0��ό

③ 「ዅɨ৑ࢽ者のৣ᫱੘ᨊ等ဎԓ書」の੩Јあり（เඡ੘ᨊ対象

ᣐͪ者あり、เඡ੘ᨊ対象ᚃଈ１人）

ͦの月の社会保
険料等控আޙの
　与等の金額څ

甲

Ե扶 　 　 養 　 親 族 　 　 等 　 　 の 　 　 ਺

0 　人 1 　人 2 　人 3 　人 4 　人 5 　人 6 　人 7 　人

以　　上 未　　満 ੫　　　　　　　　　　　　　　　　　　額 ੫　　額
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

105
000 円未満 0 0 0 0 0 0 0 0 ͦの月の社
会保険料等
控আޙのڅ
与等の金額
の3.063％に
૬౰͢Δ金
額

338
000 341
000 10
750 7
910 6
290 4
680 3
060 1
440 0 0 65
800
341
000 344
000 11
000 8
040 6
410 4
800 3
190 1
560 0 0 66
800
344
000 347
000 11
240 8
160 6
530 4
920 3
310 1
680 0 0 67
800

347
000 350
000 11
490 8
280 6
660 5
040 3
430 1
810 190 0 68
800
350
000 353
000 11
730 8
500 6
780 5
170 3
550 1
930 320 0 69
800
353
000 356
000 11
980 8
750 6
900 5
290 3
680 2
050 440 0 70
900
356
000 359
000 12
220 9
000 7
020 5
410 3
800 2
170 560 0 71
900
359
000 362
000 12
470 9
240 7
150 5
530 3
920 2
300 680 0 72
900

362
000 365
000 12
710 9
490 7
270 5
660 4
040 2
420 810 0 73
900
365
000 368
000 12
960 9
730 7
390 5
780 4
170 2
540 930 0 74
900
368
000 371
000 13
200 9
980 7
510 5
900 4
290 2
660 1
050 0 76
000
371
000 374
000 13
450 10
220 7
640 6
020 4
410 2
790 1
170 0 76
900
374
000 377
000 13
690 10
470 7
760 6
150 4
530 2
910 1
300 0 77
800

ዮ支ዅ金額
（課税Ў）

420,000ό Ყ

Ყ

Ჷ

Ჷ

63,087ό 356,913ό 7,020ό

………

………

ᅈ˟̬ᨖ料等 （เඡࣉ収税額）
ᅈ˟̬ᨖ料等੘ᨊ
のዅɨ等の金額ࢸ

月　　額　　表Ɔ税額のᚘምƇ
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①　ᅈ˟̬ᨖ料等੘ᨊࢸのዅɨ等の金額を൭めると、������� ό（�20�000 όᲧ���0�� ό）

　となります。

②　உ額ᘙの「そのஉのᅈ˟̬ᨖ料等੘ᨊࢸのዅɨ等の金額」ഇで、������� όがԃまれてい

　る「 ����000 όˌɥ ����000 όச฼ 」の行を൭め、その行と「ဍ」ഇの「ৣ᫱ᚃଈ等のૠ」が

　「２人」（เඡ੘ᨊ対象ᣐͪ者とเඡ੘ᨊ対象ᚃଈ１人の合ᚘ）ഇとのʩǘるとこǖに記載され

　ている ��020 όが൭める税額です。

２ ʊഇᢘ用（ࢼたるዅɨ）

Ɔ設例Ƈ 宗教法人××寺の ˰Ꮀの場合（ψᎰあり）

① ˋԧᲲ࠰ᲯஉЎዅ料 �0���0ό

② ዅ料の額かǒ੘ᨊするᅈ˟̬ᨖ料等なし

③ 「ዅɨ৑ࢽ者のৣ᫱੘ᨊ等ဎԓ書」の੩Јなし（˂のѮ務έに

੩Јฎǈ）

ዮ支ዅ金額
（課税Ў）

420,000ό Ყ

Ყ

Ჷ

Ჷ

63,087ό 356,913ό 7,020ό

……

……

ᅈ˟̬ᨖ料等 （เඡࣉ収税額）
ᅈ˟̬ᨖ料等੘ᨊ
のዅɨ等の金額ࢸ

ͦの月の社会保
険料等控আޙの
　与等の金額څ

甲

Ե扶 　 　 養 　 親 族 　 　 等 　 　 の 　 　 ਺

0 　人 1 　人 2 　人 3 　人 4 　人 5 　人 6 　人 7 　人

以　　上 未　　満 ੫　　　　　　　　　　　　　　　　　　額 ੫　　額
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

105
000 円未満 0 0 0 0 0 0 0 0 ͦの月の社
会保険料等
控আޙのڅ
与等の金額
の3.063％に
૬౰͢Δ金
額

105
000 107
000 170 0 0 0 0 0 0 0 3
800
107
000 109
000 280 0 0 0 0 0 0 0 3
800
109
000 111
000 380 0 0 0 0 0 0 0 3
900
111
000 113
000 480 0 0 0 0 0 0 0 4
000
113
000 115
000 580 0 0 0 0 0 0 0 4
100

Ɔ税額のᚘምƇ

月　　額　　表
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①　ዅ料の額かǒ੘ᨊするᅈ˟̬ᨖ料等がありませんので、支ዅ額�0���0όがそのまま$˰

　Ꮀのᅈ˟̬ᨖ料等੘ᨊࢸのዅɨ等の金額になります。

②　உ額ᘙの「そのஉのᅈ˟̬ᨖ料等੘ᨊࢸのዅɨ等の金額」ഇで、�0���0όがԃまれている

　「 �0��000όச฼ 」の行を൭め、その行の「ʊ」ഇをᙸますと、「そのஉのᅈ˟̬ᨖ料等੘ᨊࢸ

のዅɨ等の金額の�.0��Ჟに相当する金額」となっています。したがって、2����ό（�0���0

όg�.0��Ჟ、１όச฼のᇢૠはЏりਾてます。）が൭める税額です。

ចɨに対するเඡࣉ収税額のᚘም方法（ˋԧ࠰�Ў）

Ɔ税額のᚘምƇ

Ɔ設例Ƈ 宗教法人ŨŨ寺の#˰Ꮀの場合（ψᎰなし）

① ЭஉЎのዅ料（ᅈ˟̬ᨖ料等੘ᨊࢸ） �������ό

② ចɨの金額  ����000ό

③ ចɨの額かǒ੘ᨊするᅈ˟̬ᨖ料等

į 「ዅɨ৑ࢽ者のৣ᫱੘ᨊ等ဎԓ書」の੩Јあり（เඡ੘ᨊ対象ᣐ

ͪ者あり、เඡ੘ᨊ対象ᚃଈ１人）

������ό

ዮ支ዅ金額
（課税Ў）

80,750ό Ყ

Ყ

Ჷ

Ჷ

0ό 80,750ό 2,473ό

………

………

ᅈ˟̬ᨖ料等 （เඡࣉ収税額）
ᅈ˟̬ᨖ料等੘ᨊ
のዅɨ等の金額ࢸ

賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表

賞与の金額に

乗 ず べ き 率

甲　

扶 　 　 養 　 親 　 族　

0　　　　　人 1　　　　　人 2　　　　　人 3　　　　　人

前 月 の 社 会 保 険 料 等 控

以　上 未　満 以　上 未　満 以　上 未　満 以　上 未　満
％ 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

0.000 82 千円未満 107 千円未満 143 千円未満 181 千円未満

2.042 82 94 107 250 143 276 181 300
4.084 94 260 250 289 276 321 300 354
6.126 260 309 289 346 321 377 354 405

8.168 309 342 346 373 377 400 405 424
10.210 342 372 373 401 400 426 424 452
12.252 372 402 401 430 426 457 452 484
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①　ምЈྙのᘙの「ဍ」ഇにより、「ৣ᫱ᚃଈ等のૠ」が「2人」（เඡ੘ᨊ対象ᣐͪ者とเඡ੘ᨊ対象ᚃ  

　ଈ１人の合ᚘ）のഇで、Эஉのᅈ˟̬ᨖ料等੘ᨊࢸのዅɨ等の金額�������όがԃまれている

　「�2�Ҙόˌɥ���Ҙόச฼」の行を൭めます。その行と「ចɨの金額にʈƣべきྙ」ഇとのʩǘる

　とこǖに記載されている「�.�2�Ჟ」が、ចɨの金額にʈƣるྙです。

②　ចɨの金額����000όかǒᅈ˟̬ᨖ料等������όを੘ᨊしたസ額�����2�όに�.�2�Ჟ

をʈơた金額2���20ό（１όச฼のᇢૠЏਾて）が൭める税額です。

ዅɨは金銭で支ዅするのが୍ᡫですが、例えば、宗教法人が、˰Ꮀ等やᎰՃ等に対して᫢事などをྵཋで

支ዅしている場合や、˰އを໯Νで੩̓しているような場合には、これǒはいǘǏる「ྵཋዅɨ」の支ዅ

をしたものとされますので、これǒもเඡࣉ収の対象にԃめる必要があります。

しかし、宗教法人の˰Ꮀ等がࡉᘻやᅈ務৑等に

໯Νでއ˰している場合には、そのࡉᘻやᅈ務৑

等にއ˰することは、Ꮀ務の᡾行ɥやǉをࢽない

必要にؕƮくものとᛐめǒれますので、それが、

ᡫ常、˰Ꮀ等がއ˰するܼދ又はᢿދとして相当

なものであるᨂり、เඡࣉ収の対象とする必要は

ありません。

เඡࣉ収の対象となるዅɨには、金銭で支ዅされる

もののǄか、ኺฎ的МႩの̓ɨやཋの支ዅもԃまれ

ます。

宗教法人のࡉᘻ等に໯Νでއ˰している場合

ዅɨの支払者がࢫՃや使用人に˰ܡ等を໯Ν又は˯額の賃貸料で貸ɨした場合には、一定のምࡸ

によりᚘምした賃貸料相当額とܱᨥにࣉ収している賃貸料の額とのࠀ額がそのࢫՃや使用人に対す

るዅɨ৑ࢽとされ、เඡࣉ収の対象とされます。

ዮ支ዅ金額
（課税Ў）

554,000ό Ყ

Ყ

Ჷ

Ჷ

85,177ό 468,823ό

ᅈ˟̬ᨖ料等

（เඡࣉ収税額）

ᅈ˟̬ᨖ料等੘ᨊ
のዅɨ等の金額ࢸ

468,823ό ×

×

Ჷ

Ჷ

6.126% 28,720ό

ចɨの金額に
ʈƣべきྙ

ᅈ˟̬ᨖ料等੘ᨊ
のዅɨ等の金額ࢸ
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宗教法人かǒ法ᘘ等の支ዅ（貸ɨ）を受けた場合

　ዅɨの支払者がࢫՃや使用人に対して໯

Νでᘘ஌等を支ዅ又は貸ɨした場合には、

そのᘘ஌等の̖額又は貸ɨ料に相当する金

額のዅɨの支ዅがあったものとしてเඡࣉ

収の対象とされます。

　しかし、宗教法人が˰Ꮀ等に支ዅ又は貸

ɨする法ᘘ等については、それが宗教法人

の業務の᡾行のために必要なものであれば

一種のС஌ともいえますので、เඡࣉ収の

対象とする必要はありません。

˰Ꮀ等が個人で負ਃすべき᫩᫢ˊやဃ෇費、অࡼ費などを宗教法人が負ਃした場合には、その負

ਃした金額は˰Ꮀ等に対してዅɨの支ዅがあったものとして取り扱ǘれますので、その負ਃした

金額を˰Ꮀ等のዅɨにԃめてเඡࣉ収の対象とする必要があります。

個人で負ਃすべき᫩᫢ˊ等の費用を宗教法人が負ਃした場合

費を宗教法人が負ਃした場合ܖのࢂ܇

　宗教法人が˰Ꮀ等のࢂ܇のܖ費を負ਃした場合には、

その負ਃした金額は˰Ꮀ等に対してዅɨの支ዅがあっ

たものとして取り扱ǘれますので、その負ਃした金額

を˰Ꮀ等のዅɨにԃめてเඡࣉ収の対象とする必要が

あります。
子弟の学費

「ዅɨ৑ࢽ者のৣ᫱੘ᨊ等ဎԓ書」を੩Јしてい

る人で一定の人については、その࠰இࢸのዅɨの

支払をするᨥ、࠰஛ᛦૢを行います。

　൑உ（൑日）のዅɨについては、৑定のเඡࣉ収税額ᘙによって、เඡࣉ収を行いますが、そのเඡࣉ

収をした税額の１࠰᧓の合ᚘ額は、その１࠰᧓のዅɨ৑ࢽに対する࠰税額とは一ᐲしないのが୍ᡫです。

このため、ዅɨの支払者は、その࠰இࢸのዅɨの支払のᨥに、その࠰１࠰᧓のዅɨ৑ࢽに対する࠰税額

をᚘምし、ଏにเඡࣉ収をした税額の合ᚘ額とൔ᠋してᢅɧឱ額を൭め、そのᢅɧឱ額をችም（ᢩ付又は

。収）しますࣉ
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Ɔเඡࣉ収ቐの記載例Ƈ

ዅɨの支払額やเඡࣉ収税額は、เඡࣉ収ቐ等に

記᥵します。

ᡚᎰ手当や一定の報酬・料金についてもเඡࣉ収

が必要です。

１　ᡚᎰ手当等

　　ᡚᎰ手当等を支払う場合には、支払を受ける人（ᡚᎰ者）か

　ǒ「ᡚᎰ৑ࢽの受ዅに関するဎԓ書」の੩Јを受け、このဎԓ

　書に記載されているѮ続࠰ૠなどにؕƮいてᡚᎰ৑ࢽ੘ᨊ額

　（Ѯ続࠰ૠ１࠰当たり�0ɢό（Ѯ続࠰ૠが20࠰をឬえる人

　については、�00ɢόにそのឬえる࠰ૠ１࠰当たり�0ɢό

　をьምした額））をᚘምし、ᡚᎰ手当等のғЎにࣖơ次の課税

　ᡚᎰ৑ࢽ金額を課税೅แとして൭めた税額を、ᡚᎰ手当等を

　支払うᨥにเඡࣉ収します。

　宗教法人は、ዅɨの支払を受ける人ごとにஉ々のዅ料の支払額やเඡࣉ収税額などを、ዅɨ৑ࢽに対する

เඡࣉ収ቐ等に記᥵してƓき、࠰஛ᛦૢを行うᨥやเඡࣉ収ᅚを作成するᨥの᝻料とします。

　なƓ、เඡࣉ収ቐは、国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】かǒȀǦンȭーȉできます。

（注）　国税庁ホームページに掲載しているเඡࣉ収ቐは、เඡࣉ収事務の̝ܯをᎋॾして作成しているものですので、ዅ

　　ɨの支払者が使用しているዅɨӨࠚ等であっても、൑உのเඡࣉ収の記᥵などがЎかり、࠰஛ᛦૢのために使用で

　　きるものであれば、それを使用してࠀし支えありません。

この手続を࠰஛ᛦૢといい、࠰஛ᛦૢは、「ዅɨ৑ࢽ者のৣ᫱੘ᨊ等ဎԓ書」を੩Јしている人（ဍഇᢘ

用者）で、その੩Јέかǒ受けるዅɨの収入金額が࠰᧓ ɢόˌɦの人について行います。

なƓ、࠰஛ᛦૢの手᪯などそのᛇしい内容については、国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】

に掲載している「࠰஛ᛦૢのしかた」をӋༀしてください。

○○市△△町１丁目１－１
○　○　寺 △　△　△ ××× ××××

1 23 420
000

420
000

420
000

63
087

63
087

63
087

356
913

356
913

356
913

7
020

7
020

7
020

7
020

7
020

7
020

2

2

2

2 25

3 2425
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e-Tax

　なƓ、เඡࣉ収をする税額は、原則として「ᡚᎰ৑ࢽのเඡࣉ収税額のᡮምᘙ」を使用して൭めます

が、支払を受ける人（ᡚᎰ者）かǒ「ᡚᎰ৑ࢽの受ዅに関するဎԓ書」の੩Јがない場合には、そのᡚ

Ꮀ手当等の支払金額に20.�2Ჟの税ྙをʈơた税額をเඡࣉ収します。

２　報酬・料金

　　宗教法人がᜒ๫˟を᧏͵し、ᜒࠖに支払うᜓᅇについても

　৑ࢽ税ӏƼࣄᐻཎК৑ࢽ税のเඡࣉ収をしなければなりませ

　ん。このǄかに、税ྸٟやࡰᜱٟ等に支払う報酬など一定の

　報酬・料金についてもӷơです。

　　この場合の税ྙは、原則として10.2�Ჟ（ӷ一の人に対し

　て１ׅに支払ǘれる金額が�00ɢόをឬえる場合には、その

　ឬえるᢿЎについては20.�2Ჟ）です。

（注）１　一般ᡚᎰ手当等とは、ᡚᎰ手当等のうち、ཎ定ࢫՃᡚᎰ手当等ӏƼჺ஖ᡚᎰ手当等のいƣれにも
　　　　該当しないものをいいます。
　　　２　ჺ஖ᡚᎰ手当等とは、ჺ஖Ѯ続࠰ૠ（ࢫՃ等ˌٳの者としてѮ務した஖᧓によりᚘምしたѮ続࠰
　　　　ૠがᲯ࠰ˌɦであるものをいい、このѮ続࠰ૠについては、ࢫՃ等としてѮ務した஖᧓がある場合
　　　　には、その஖᧓をԃめてᚘምします。）に対ࣖするᡚᎰ手当等として支払を受けるものであって、
　　　　ཎ定ࢫՃᡚᎰ手当等に該当しないものをいいます。
　　　３　ཎ定ࢫՃᡚᎰ手当等とは、ࢫՃ等としてのѮ続࠰ૠ（ˌɦ「ࢫՃ等Ѯ続࠰ૠ」といいます。）が
　　　　Ჯ࠰ˌɦである人が支払を受けるᡚᎰ手当等のうち、そのࢫՃ等Ѯ続࠰ૠに対ࣖするᡚᎰ手当等と
　　　　して支払を受けるものをいいます。
（※）　ஜ࠰ɶに、一般ᡚᎰ手当等、ჺ஖ᡚᎰ手当等又はཎ定ࢫՃᡚᎰ手当等のうち２ˌɥのᡚᎰ手当等の
　　　支払がある場合の課税ᡚᎰ৑ࢽ金額のᚘም方法などについては、国税庁ホームページ【https://
　　　www.nta.go.jp/publication/pamph/0�.htm】に掲載している「ჺ஖ᡚᎰ手当等᳋Რ 
　　　᲻」をごᄩᛐください。

ᡚᎰ手当等のғЎ 課税ᡚᎰ৑ࢽ金額

一般ᡚᎰ手当等（注１）の場合 （一般ᡚᎰ手当等の収入金額ᲧᡚᎰ৑ࢽ੘ᨊ額）g1/2

ჺ஖ᡚᎰ手当等（注２）の場合 ① ჺ஖ᡚᎰ手当等の収入金額ᲧᡚᎰ৑ࢽ੘ᨊ額ġ300ɢόの場合

（ჺ஖ᡚᎰ手当等の収入金額ᲧᡚᎰ৑ࢽ੘ᨊ額）g1/2

② ჺ஖ᡚᎰ手当等の収入金額ᲧᡚᎰ৑ࢽ੘ᨊ額Ჸ300ɢόの場合

150ɢόᲥᳵჺ஖ᡚᎰ手当等の収入金額Ყ（300ɢόᲥᡚᎰ৑ࢽ੘ᨊ額）}

ཎ定ࢫՃᡚᎰ手当等（注３）の場合 ཎ定ࢫՃᡚᎰ手当等の収入金額ᲧᡚᎰ৑ࢽ੘ᨊ額

เඡࣉ収をした৑ࢽ税ӏƼࣄᐻཎК৑ࢽ税は、納஖

ᨂまでにG�6aZをМ用して納付する、又はஇ݃りの金

ᗡೞ関ᒉしくは৑ᠤの税務署のᆸӝで納付します。
　เඡࣉ収をした৑ࢽ税ӏƼࣄᐻཎК৑ࢽ税は、原則として

ዅɨなどを支払ったஉの፻உ�0日までに「৑ࢽ税ࣉ収᭗ᚘም

書ȇーǿ」を G�6aZ によりᡛ̮したɥで納付する（ǭȣǷȥ

レǹ納付）か、৑ࢽ税ࣉ収᭗ᚘም書（納付書）をชえて、இ

݃りの金ᗡೞ関又は৑ᠤの税務署のᆸӝで納付します。
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e-Tax

　なƓ、เඡࣉ収をする税額は、原則として「ᡚᎰ৑ࢽのเඡࣉ収税額のᡮምᘙ」を使用して൭めます

が、支払を受ける人（ᡚᎰ者）かǒ「ᡚᎰ৑ࢽの受ዅに関するဎԓ書」の੩Јがない場合には、そのᡚ

Ꮀ手当等の支払金額に20.�2Ჟの税ྙをʈơた税額をเඡࣉ収します。

２　報酬・料金

　　宗教法人がᜒ๫˟を᧏͵し、ᜒࠖに支払うᜓᅇについても

　৑ࢽ税ӏƼࣄᐻཎК৑ࢽ税のเඡࣉ収をしなければなりませ

　ん。このǄかに、税ྸٟやࡰᜱٟ等に支払う報酬など一定の

　報酬・料金についてもӷơです。

　　この場合の税ྙは、原則として10.2�Ჟ（ӷ一の人に対し

　て１ׅに支払ǘれる金額が�00ɢόをឬえる場合には、その

　ឬえるᢿЎについては20.�2Ჟ）です。

（注）１　一般ᡚᎰ手当等とは、ᡚᎰ手当等のうち、ཎ定ࢫՃᡚᎰ手当等ӏƼჺ஖ᡚᎰ手当等のいƣれにも
　　　　該当しないものをいいます。
　　　２　ჺ஖ᡚᎰ手当等とは、ჺ஖Ѯ続࠰ૠ（ࢫՃ等ˌٳの者としてѮ務した஖᧓によりᚘምしたѮ続࠰
　　　　ૠがᲯ࠰ˌɦであるものをいい、このѮ続࠰ૠについては、ࢫՃ等としてѮ務した஖᧓がある場合
　　　　には、その஖᧓をԃめてᚘምします。）に対ࣖするᡚᎰ手当等として支払を受けるものであって、
　　　　ཎ定ࢫՃᡚᎰ手当等に該当しないものをいいます。
　　　３　ཎ定ࢫՃᡚᎰ手当等とは、ࢫՃ等としてのѮ続࠰ૠ（ˌɦ「ࢫՃ等Ѯ続࠰ૠ」といいます。）が
　　　　Ჯ࠰ˌɦである人が支払を受けるᡚᎰ手当等のうち、そのࢫՃ等Ѯ続࠰ૠに対ࣖするᡚᎰ手当等と
　　　　して支払を受けるものをいいます。
（※）　ஜ࠰ɶに、一般ᡚᎰ手当等、ჺ஖ᡚᎰ手当等又はཎ定ࢫՃᡚᎰ手当等のうち２ˌɥのᡚᎰ手当等の
　　　支払がある場合の課税ᡚᎰ৑ࢽ金額のᚘም方法などについては、国税庁ホームページ【https://
　　　www.nta.go.jp/publication/pamph/0�.htm】に掲載している「ჺ஖ᡚᎰ手当等᳋Რ 
　　　᲻」をごᄩᛐください。

ᡚᎰ手当等のғЎ 課税ᡚᎰ৑ࢽ金額

一般ᡚᎰ手当等（注１）の場合 （一般ᡚᎰ手当等の収入金額ᲧᡚᎰ৑ࢽ੘ᨊ額）g1/2

ჺ஖ᡚᎰ手当等（注２）の場合 ① ჺ஖ᡚᎰ手当等の収入金額ᲧᡚᎰ৑ࢽ੘ᨊ額ġ300ɢόの場合

（ჺ஖ᡚᎰ手当等の収入金額ᲧᡚᎰ৑ࢽ੘ᨊ額）g1/2

② ჺ஖ᡚᎰ手当等の収入金額ᲧᡚᎰ৑ࢽ੘ᨊ額Ჸ300ɢόの場合

150ɢόᲥᳵჺ஖ᡚᎰ手当等の収入金額Ყ（300ɢόᲥᡚᎰ৑ࢽ੘ᨊ額）}

ཎ定ࢫՃᡚᎰ手当等（注３）の場合 ཎ定ࢫՃᡚᎰ手当等の収入金額ᲧᡚᎰ৑ࢽ੘ᨊ額

เඡࣉ収をした৑ࢽ税ӏƼࣄᐻཎК৑ࢽ税は、納஖
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　เඡࣉ収をした৑ࢽ税ӏƼࣄᐻཎК৑ࢽ税は、原則として

ዅɨなどを支払ったஉの፻உ�0日までに「৑ࢽ税ࣉ収᭗ᚘም

書ȇーǿ」を G�6aZ によりᡛ̮したɥで納付する（ǭȣǷȥ

レǹ納付）か、৑ࢽ税ࣉ収᭗ᚘም書（納付書）をชえて、இ

݃りの金ᗡೞ関又は৑ᠤの税務署のᆸӝで納付します。

なƓ、この納஖ᨂが日୴日、ᅔ日などの˞日や土୴日に当たる場合には、その˞日明けの日が納஖ᨂとな
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の一定のものについて次のように2ׅ࠰にまとめて納付することができます。

これを「納஖のཎ例」といいます。

Ɔ納付書（納஖ཎ例Ў）の記載のしかたƇ

納஖のཎ例Сࡇ

ғ Ў

① １உかǒᲰஉまでに支払った৑ࢽかǒเඡࣉ収をした৑ࢽ税ӏƼࣄᐻཎК৑ࢽ税の額

② Ჱஉかǒ�2உまでに支払った৑ࢽかǒเඡࣉ収をした৑ࢽ税ӏƼࣄᐻཎК৑ࢽ税の額

納 ஖ ᨂ

Ჱஉ�0日

፻１࠰உ20日

※　G�6aZをごМ用いただくと、ȀǤレǯト納付などをМ用して納付することができま

　す。ᛇしくは、国税庁ホームページをご覧ください。

ż納付する税額がない場合Ž

　納付する税額がない場合であっても、৑ࢽ税ࣉ収᭗ᚘም書（納付書）を、੩Јする必要があります（こ

の場合の৑ࢽ税ࣉ収᭗ᚘም書ȇーǿについても、G�6aZによりᡛ̮することができます。）。

　なƓ、ˋԧᲱ１࠰உかǒ、納付する税額がない৑ࢽ税ࣉ収᭗ᚘም書（納付書）のϙしに収受日付印の਀な

つを行ǘないこととしてƓりますので、৑ࢽ税ࣉ収᭗ᚘም書（納付書）の੩Ј࠰உ日は、必要

にࣖơて、ごᐯ៲で記᥵・ሥྸをƓᫍいします。ᛇしいऴ報は、国税庁ホームページ「ˋԧᲱ

。１உかǒのဎԓ書等の੘えǁの収受日付印の਀なつについて」をごᄩᛐください࠰

0  8

0 8 0 1 2 3 2 5 2 0 0 0 0 4 2 1 2 0

7 6 9 6 6

￥ 7 6 9 6 6

0 0 1 2 3 4 5 6

2 8 7 2 0

6 1 2 6

0 8 0 1

0 8 0 6

5 5 4 0 0 0

6 0 0 0 0

6

6

10 8 0 3 3 1

0 6 2 5

0 6 3 00 8 0 1 2 7

○○市△△町１丁目１－１
宗教法人　○○寺

××× ××× ××××

○○

最初と最後の支払年月日 最初と最後の支払年月

令和 8年１月から６月
までに支払った税理士報
酬の合計額 60,000 円と
その税額 6,126円

税額欄の合計額
76,966円

令和 8 年 3 月 31日に支
払った賞与 554,000円
とその税額 28,720円

令和 8 年１月から６月ま
でに支払った給与の合計
額 2,520,000円とその
税額の合計額 42,120円
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ஜ࠰ɶのዅɨの収入金額が2�000ɢόをឬえる人

宗教法人が˰Ꮀ等に対するዅɨやᡚᎰ手当、一定の報酬・料金などを支払った場合に、เඡࣉ収すべき৑

収したにもかかǘǒƣ納஖ᨂまでに納付しなかったときࣉ収しなかったときやࣉ税をࢽᐻཎК৑ࣄ税ӏƼࢽ

には、เඡࣉ収義務者である宗教法人は、納付すべき税額（ஜ税）のǄか、ɧ納付ьም税（ஜ税に対してᲯᲟ

又は�0Ჟ）やࡨ๛税が課されることがあります。

さǒに、例えば非収Ⴉ事業や収Ⴉ事業に該当する収入の一ᢿをᨊٳして˰Ꮀ等の個人的な費用にΪてるな

どɧദにเඡࣉ収すべき৑ࢽ税ӏƼࣄᐻཎК৑ࢽ税をβれていた場合には、ɧ納付ьም税にˊえて᣻ьም

税（ஜ税に対して原則として��Ჟ）が課されることとなります。

次のような人は、その࠰の৑ࢽを合ᚘして、፻࠰の2உ��

日かǒ�உ��日までの᧓に、その人の˰৑地等の৑ᠤの税務署

にᄩ定ဎԓをしなければなりません（ᄩ定ဎԓをすれば税金

がᢩ付される方をᨊきます。）。

①

②

③

したがって、˰Ꮀ等個人に原ᆜ料やᜒ๫料などの収入があるときや、宗教法人かǒのዅɨのǄかに˂のѮ

務έかǒのዅɨがあるときなどは、ᄩ定ဎԓをしなければなǒない場合があります。

国税庁国税庁
ホームページホームページ

˰Ꮀ等個人がᄩ定ဎԓをしなければなǒない場合

があります。

เඡࣉ収をした৑ࢽ税ӏƼࣄᐻཎК৑ࢽ税がദしく

納付されていない場合には、ஜ税のǄかьም税やࡨ๛

税を負ਃしなければなǒないことがあります。

　ዅɨを�か৑かǒ受けていて、かつ、そのዅɨのμᢿ

がเඡࣉ収の対象となる場合にƓいて、ዅɨ৑ࢽӏƼᡚ

Ꮀ৑ࢽをᨊくӲ種の৑ࢽ（地ˊ、ܼ賃、原ᆜ料などの৑

の合ᚘ額が20ɢόをឬえる人（ࢽ

　ዅɨを2か৑ˌɥかǒ受けていて、かつ、そのዅɨの

μᢿがเඡࣉ収の対象となる場合にƓいて、࠰஛ᛦૢさ

れなかったዅɨの収入金額と、ዅɨ৑ࢽӏƼᡚᎰ৑ࢽを

ᨊくӲ種の৑ࢽとの合ᚘ額が20ɢόをឬえる人

ணઔછपঽ৿入ৡघॊऒधऋदऌऽघ؛

বઘૂ঍ش঒ঌش४भَન৒ணઔછಉ੿ਛ॥شॼُشदमؚ५ঐ঍ृঃ९॥থद઺એभ੧৔पปढथসપಉ॑
入ৡघॊटऐदؚ所得税や消費税の申告書ؚ青色申告決算書ؚ収支内訳書ऩनभ੿ਛ؞H�7D[पेॊଛਦऋ

੿ਛखञணઔછमٷ ঐؚॖॼথংشढ़شॻधঐॖॼথংشढ़شॻഭ਄ৌૢभ५ঐ঍ྼقम,&ढ़شॻজشॲ
ছॖॱ॑ك用ਔघोयَقۧېۉٕ۔ਗ਼৕ணઔُ॑كਹ用खथ઀লदऌऽघ؛

確定申告書は、国税庁ホームページで作成・送信できます︕

ॱঝध৴௚घोयؚୢ௜ાृऴॊऔधವઘಉभੲਾ॑਄੭दऌؚشॻ॑ઞ用खथঐॖॼএشढ़شঐॖॼথংٷ

दऌऽघ؛

ถखऎमؚবઘૂ঍ش঒ঌش४॑ओ༮ऎटऔः؛

੿ਛ॥شॼش
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日かǒ�உ��日までの᧓に、その人の˰৑地等の৑ᠤの税務署

にᄩ定ဎԓをしなければなりません（ᄩ定ဎԓをすれば税金

がᢩ付される方をᨊきます。）。

①

②

③

したがって、˰Ꮀ等個人に原ᆜ料やᜒ๫料などの収入があるときや、宗教法人かǒのዅɨのǄかに˂のѮ

務έかǒのዅɨがあるときなどは、ᄩ定ဎԓをしなければなǒない場合があります。
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　ዅɨを�か৑かǒ受けていて、かつ、そのዅɨのμᢿ

がเඡࣉ収の対象となる場合にƓいて、ዅɨ৑ࢽӏƼᡚ
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μᢿがเඡࣉ収の対象となる場合にƓいて、࠰஛ᛦૢさ
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ᨊくӲ種の৑ࢽとの合ᚘ額が20ɢόをឬえる人

ணઔછपঽ৿入ৡघॊऒधऋदऌऽघ؛

বઘૂ঍ش঒ঌش४भَન৒ணઔછಉ੿ਛ॥شॼُشदमؚ५ঐ঍ृঃ९॥থद઺એभ੧৔पปढथসપಉ॑
入ৡघॊटऐदؚ所得税や消費税の申告書ؚ青色申告決算書ؚ収支内訳書ऩनभ੿ਛ؞H�7D[पेॊଛਦऋ

੿ਛखञணઔછमٷ ঐؚॖॼথংشढ़شॻधঐॖॼথংشढ़شॻഭ਄ৌૢभ५ঐ঍ྼقम,&ढ़شॻজشॲ
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（法 人 税）

ఇࡸ˟ᅈのようにփМを目的として設立された法人はӲ事業ࡇ࠰のμての৑ࢽに対して法人税が課税され

ますが、宗教法人等のπႩ法人等については、収Ⴉ事業を行う場合に、その収Ⴉ事業かǒဃơた৑ࢽに対

してのǈ法人税が課税されます。

宗教法人は収Ⴉ事業を行う場合に法人税を納める義務がありますが、この場合の収Ⴉ事業とは、次に掲げ

る34種類の事業で、ዒ続して事業場を設けて行ǘれるものをいいます。

なƓ、これǒの事業に̞る事業෇ѣの一࿢として、又はこれに関ᡲして行ǘれるいǘǏる付᨟行ໝも収Ⴉ

事業にԃまれます。

ཋԼᝤ٥業①

②

③

į

İ

ı

Ĳ

ĳ

Ĵ

ĵ

Ķ

ķ

ĸ

Ĺ

ĺ

Ļ

ļ

Ľ

ľ

Ŀ

ᾨ

ᾩ

ᾪ

ᾫ

ᾬ

ᾭ

ᾮ

ᾯ

ᾰ

ᾱ

ᾲ

ᾳ

ᾴ

᾵

ϙჇ業 ፦容業

ɧѣငᝤ٥業 ࠗ貸業 ᐻ行業

金銭貸付業 ଄᫾業 ᢂ২৑業

ཋԼ貸付業 料ྸࡃ業その˂の ᢂ覧৑業

ɧѣင貸付業 ᫩᫢ࡃ業 Ҕၲ̬ͤ業

ᙌᡯ業 ԗଆ業 ২ᑸ教੉業

ᡫ̮業、્ᡛ業 ˊྸ業 ᬟ៻場業

ᢃᡛ業、ᢃᡛ取扱業 ː立業 ̮用̬証業

業ࡉ̽ բދ業 ໯˳ᝠင権の੩̓業

請負業（事務ϼྸの委託 ᤸ業 і΁者෉ᢔ業

を受ける業をԃǈます。） 土ჽ੔取業

印Т業 ෘ場業

Ј༿業 ྸ容業

宗教法人が収Ⴉ事業を行う場合には、法人税の納

税義務があります。

収Ⴉ事業として��種類の事業が掲げǒれています。

宗教法人にƓいて一般的に行ǘれていると࣬ǘれる事業が収Ⴉ事業に該当するかどうかの判定は、ƓƓǉ

ƶ次によることになります。

（注）　շਾ金や対̖ の収受が、ྵ 金で行ǘれる場合とྵ金ˌٳ（ǭȣッǷȥレǹൿฎ）で行ǘれる場合とによって、収Ⴉ事業の

該当ࣱが٭ǘるものではありません。

収Ⴉ事業に該当するかどうかのφ˳的な判定

- 12 -



１ Ɠܣり、Ɠǈくơ等の᪵ࠋ

なƓ、ዴᬐやǖうそく、̓ᑶ等のᝤ٥であっても、ݦǒӋᚽに当たってᅕЭ、ʿЭ等にささげるために

ɦងするものは、収Ⴉ事業には該当しません。

宗教法人のؾ内地やஜؘ、ᜒؘ等の଀設をɧཎ定又はٶૠの者のۗಏ、ᢂᐻ又はঀܤの用に̓するため

のࠗ貸しはμて収Ⴉ事業（ࠗ貸業）に該当し、˟ᜭ、ᄂ修等のۗಏ、ᢂᐻ又はঀܤの用ˌٳの用に̓する

ためのࠗ貸しも、国又は地方πσׇ˳の用に̓するためのものなど一定の要ˑに該当するものをᨊき、

収Ⴉ事業（ࠗ貸業）に該当します。

宗教法人が৑ஊするܿජ଀設に̮者やӋᚽ人をܿජさせてܿජ料を受ける行ໝは、そのܿජ料をいかな

る名目で受けるときであっても、収Ⴉ事業（଄᫾業）に該当します。

　宗教法人が行うى墓地の貸付けは収Ⴉ事業に該当しないこととされてƓり、このى墓地の貸付けには、

その使用஖᧓にࣖơてዒ続的に地ˊをࣉ収するもののǄか、その貸付け当Иに「൨ˊ使用料」として一定

の金額を一ਙࣉ収するものもԃまれます。

一方、宗教法人が行うɧѣင（ى墓地ˌٳ）の貸付けは、国又は地方πσׇ˳に対しႺ੗貸し

付けǒれる場合など一定の要ˑに該当する場合をᨊき、収Ⴉ事業（ɧѣင貸付業）に該当します。

　Ɠܣり、Ɠ஝、Ɠǈくơ等の᪵ࠋのように、

その٥̖と仕入原̖との関̞かǒǈてその

額がᡫ常のཋԼᝤ٥業にƓける٥ᝰМ๾ࠀ

ではなく、ܱ ឋ的なշਾ金とᛐめǒれるよう

な場合のそのཋԼの᪵ࠋは、収Ⴉ事業には該

当しません。

　しかし、一般のཋԼᝤ٥業者にƓいてもᝤ

٥されているようなࣱឋのཋԼ（例えば、ዋ

はがき、ϙჇࠚ、ୣ 、ዴᬐ、ǖうそく、̓ ᑶ、ૠ

ྫྷ、ᨼ印ࠚ、ᄓم、文ᦒ、ȡȀȫ、ಇ、ペȊント、

ǭーホȫȀー、஽、ம܇、ሪ、ᨓ֥等）をᡫ常の

ᝤ٥̖఍でᝤ٥する場合には、そのཋԼのᝤ

٥は収Ⴉ事業（ཋԼᝤ٥業）に該当します。

しかし、宗教෇ѣに関ᡲしてМ用されるቇତなσ

ӷܿජ଀設で、そのܿජ料の額がμてのМ用者につ

き （᫢事を੩̓するものについては、

）̩ ɦとなっているもののኺփ

は、収Ⴉ事業には該当しません。

Ჯ　৑ᔺԼ等のޒ示

宗教法人がその৑ᔺしているཋԼ又は̬ሥの委託

を受けたものを常設のܰཋ᫾等にƓいてᚇ覧させる

行ໝは、収Ⴉ事業には該当しません。

墓地等のɧѣငの貸付けى　２

内地等のࠗ貸しؾ　３

Ხ　ܿජ଀設のኺփ

１ජ��000ό

２᫢付きで���00ό
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法人税の課税೅แとなる৑ࢽ金額は、Ӳ事業ࡇ࠰の٥

ɥ等のႩ金の額かǒ原̖、ᝤ٥費ӏƼ一般ሥྸ費等の੷

金の額を੘ᨊしてᚘምしますが、宗教法人については、

収Ⴉ事業かǒဃơた৑ࢽについてのǈ法人税が課税さ

れますので、収Ⴉ事業に̞る収支、᝻ငӏƼ負ͺと収Ⴉ

事業ˌٳの事業に̞る収支、᝻ငӏƼ負ͺとをғЎして

ኺྸし、収Ⴉ事業に̞る৑ࢽ金額をᚘምすることとされ

ています。

この場合、収Ⴉ事業と収Ⴉ事業ˌٳの事業とにσᡫす

る費用又は੷ڂの額については、その費用又は੷ڂのࣱ

ឋ等にࣖƣる、例えば使用᩿ᆢ、ࢼ業Ճૠ等の合ྸ的な

ؕแにより、それƧれの事業にᣐដし、そのᣐដしたと

収Ⴉ事業のኺྸは、収Ⴉ事業ˌٳの事業のኺྸと

ғЎする必要があります。

Ჰ ᒧᢊ、ဃᑶ等の教੉

宗教法人がᒧᢊ教ܴ、ဃᑶ教ܴ等を᧏設し、ᒧᢊ、ဃᑶ等ཎ定の২ᑸを教੉する事業は、収Ⴉ事業（২

ᑸ教੉業）に該当します。

この場合のཎ定の২ᑸとしては、ᒧᢊ、ဃᑶのǄか、බᘶ、ԧᘶ、ბཋბ付け、ዻཋ、手ᑸ、料ྸ、ྸ

容、፦容、๫т、๫ᑸ、ᑈ៉、ᑈ៊、᪦ಏ、ዋဒ、書ᢊ、ϙჇ、工ᑸ、ȇǶǤン（レǿȪンǰをԃǈます。）

等があります。

なƓ、これǒの২ᑸの教੉には、ᡫ̮教ᏋによるもののǄか、βᚩ、ҡ業᝻఍、െˮ、ኢ、ࠖር、名取

り等の一定の᝻఍、称号等だけを付ɨするものもԃまれます。

Ჱ ᬟ៻場のኺփ

宗教法人がؾ内の一ᢿを時᧓ಊめ等でɧཎ定又は

ૠの者に᨟時ᬟ៻させるもののǄか、உಊめ等で相ٶ

当஖᧓にǘたりዒ続してӷ一人にᬟ៻場৑を੩̓す

る事業は、収Ⴉ事業（ᬟ៻場業）に該当します。

このǄか、ᬟ៻場にᢘする土地をᬟ៻場৑として

一ਙして貸し付ける事業も収Ⴉ事業（ᬟ៻場業）に

該当します。

Ჲ 結۟ࡸ場のኺփ

宗教法人がᅕЭ結۟、ʿ Э結۟等の挙ࡸを行う行ໝ

でஜஹの宗教෇ѣの一ᢿとᛐめǒれるものは収Ⴉ事業に該当しませんが、挙ࢸࡸの৺ᩧܺにƓけるܺ˟場

のࠗ貸し、᫩᫢ཋの੩̓、ᘘᘺ等のཋԼの貸付け、記ࣞϙჇのજࢨӏƼこれǒの行ໝのあっせん等は、収

Ⴉ事業に該当します。
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こǖにؕƮいてኺྸすることになります。なƓ、᝻ငのғЎኺྸについては׉ᩊな場合もありますので、

例えば収Ⴉ事業と収Ⴉ事業ˌٳの事業とにσ用されている᝻င（それƧれの事業ごとにݦ用されているᢿЎ

が明ǒかな᝻ငをᨊきます。）について、これを収Ⴉ事業の᝻ငとしてのғЎኺྸはしないで、ൿምのときに

そのΝҲ費を使用᩿ᆢл合等によってғЎし、収Ⴉ事業のኺ費をᚘምするというような方法によってもࠀし

支えありません。

　なƓ、この収Ⴉ事業に̞る݃᧽金の額については、次のምࡸによりᚘምした金額のር׊内で੷金の額に

ም入されます。

（ምࡸ）

Ӳ事業ࡇ࠰の収Ⴉ事業に̞る৑ࢽ金額× Ჷ੷金ም入ᨂࡇ額

　宗教法人が収Ⴉ事業にޓする金銭その˂の᝻ငのうちかǒ収Ⴉ事業ˌٳの事業のために支Јした金額は、

その収Ⴉ事業に̞る݃᧽金の額とǈなされます。

収Ⴉ事業の᝻ငのうちかǒ収Ⴉ事業ˌٳの事業の

ために支Јした金額は、収Ⴉ事業に̞る݃᧽金の

額とǈなされます。

１ 収Ⴉ事業の᧏ފڼЈ

宗教法人がૼたに収Ⴉ事業を᧏ڼした場合には、その᧏ڼした日ˌ2ࢸかஉˌ内に「収Ⴉ事業᧏ڼ等ފ

Ј書」を৑ᠤの税務署ᧈに੩Јすることになっています。

　宗教法人がૼたに収Ⴉ事業を᧏ڼし、又はྵに収Ⴉ事業を行っている場合、৑ᠤの税務署に対

してފЈをし、又はဎ請をするものとしては、ˌɦのようなものがあり、G�6aZをМ用してᡛ̮

できるǄか、ᣁᡛ等により੩Јできます。

なƓ、これǒのފЈ（ဎ請）用紙等は、国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】かǒ

ȀǦンȭーȉすることができます。

税務署ǁのފЈやဎ請には収Ⴉ事業の᧏ފڼЈな

ど種々のものがあります。

２ ᩷ᑥဎԓの承ᛐဎ請

᩷ᑥဎԓ書を੩Јしようとする場合には、その੩Јしようとする事業ࡇ࠰᧏ڼの日のЭ日までに৑ᠤの

税務署ᧈに「᩷ᑥဎԓの承ᛐဎ請書」を੩Јして、その承ᛐを受けることが必要です。

なƓ、収Ⴉ事業᧏ڼИࡇ࠰かǒ᩷ᑥဎԓ書を੩Јしようとする場合には、その᧏ڼの日ˌࢸ�かஉをኺ

ᢅした日と収Ⴉ事業᧏ڼИࡇ࠰ኳʕの日とのうち、いƣれかଔい日のЭ日までにဎ請すればよいことにな

っています。

　᩷ᑥဎԓ書を੩Јする法人については、എ੷金のጮឭ੘ᨊ（�0࠰᧓）やᅽ税ཎКਜ਼ፗ法の規定によ

るཎКΝҲ等のཎχが受けǒれることになっています。
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３ ౏ҵ᝻ငのᚸ̖方法等のފЈ

　法人税のᚘምにƓいて、౏ҵ᝻ငのᚸ̖方法やஊ̖証Уの�ҥˮ当たりのࠚቐ̖額のምЈ方法は、一

定の方法を法人のᢠ৸により用いることができるため、宗教法人がそれǒのᢠ৸をしようとする場合に

は、৑定の஖日までにそのᢠ৸しようとする方法をފけЈてください。また、ถ̖ΝҲ᝻ငのΝҲ方法

についても、定額法によることとされている࡫ཋ、࡫ཋ᧽ޓ設ͳ、ನሰཋや໯࢟ถ̖ΝҲ᝻င等をᨊい

て、一定の方法を法人のᢠ৸により用いることができるため、৑定の஖日までにそのᢠ৸しようとする

方法をފけЈてください。

　なƓ、このފЈをしない場合には、例えば、౏ҵ᝻ငのᚸ̖方法についてはஇኳ仕入原̖法、ถ̖ΝҲ

᝻ငのΝҲ方法については定ྙ法というように法ࢷで定めǒれた方法によりᚘምをすることになります。

　収Ⴉ事業を行う宗教法人は、Ӳ事業ࡇ࠰ኳʕの日の፻日かǒ２か月以内に৑ᠤの税務署ᧈに対して৑ࢽ金

額や法人税の額等を記載した法人税ᄩ定ဎԓ書を੩Јするとともに、その法人税の額を納付しなければなり

ません。

　この場合の法人税の額は、Ӳ事業ࡇ࠰の収Ⴉ事業に̞る৑ࢽ金額に19Ჟ（࠯成2࠰�Ხஉ１日かǒˋԧ9

（�00ɢόˌɦの金額については、��Ჟ（注）࠰金額のうちࢽの৑ࡇ࠰するӲ事業ڼ３உ��日までの᧓に᧏࠰

の税ྙをʈơてᚘምした金額です。

なƓ、法人税ᄩ定ဎԓ書の੩Јに当たっては、収Ⴉ事業に関する貸借対ༀᘙや੷Ⴉᚘም書等だけでなく、

収Ⴉ事業ˌٳの事業に関するこれǒの書類もช付する必要があります。

法人税のဎԓӏƼ納付は、Ӳ事業ࡇ࠰ኳʕ2ࢸか

உˌ内にしなければなりません。

収Ⴉ事業を行ǘないため法人税ᄩ定ဎԓ書を੩Јする義務のない宗教法人であっても、ࠋ଀収入などを

ԃめた࠰᧓の収入金額（᝻ငの٥Ҳによる収入でᐮ時的なものをᨊきます。）の合ᚘ額が��000ɢόをឬ

える場合には、その事業ࡇ࠰の੷Ⴉᚘም書又は収支ᚘም書（ˌɦ「੷Ⴉᚘም書等」といいます。）を事業࠰

。ኳʕの日の፻日かǒᲮかஉˌ内に、৑ᠤの税務署ᧈに੩Јする必要がありますࡇ

なƓ、宗教法人法など˂の法ˋにؕƮいて作成している੷Ⴉᚘም書等で、事業収入が事業の種類ごとに

ғЎされているもの又は事業収入の明ኬ書がช付されているものがある場合には、その੷Ⴉᚘም書等を੩Ј

してࠀし支えありません。

収Ⴉ事業を行ǘない場合であっても、一定の収入

があるときは、੷Ⴉᚘም書等を৑ᠤの税務署ᧈに

੩Јする必要があります。

（注）１　ˋԧᲱ࠰Ხஉ１日ˌࢸに᧏ڼする事業ࡇ࠰にƓいて、その事業ࡇ࠰の৑ࢽ金額が�0࠰ Εόをឬえる場合には、

その事業ࡇ࠰の৑ࢽ金額のうち࠰ �00ɢόˌɦの金額にᢘ用される税ྙは、��Ჟとなります。

２　法人税に関するᅽ税ཎКਜ਼ፗのうち税額又は৑ࢽの金額をถݲさせる規定をᢘ用する場合には、「ᢘ用額明ኬ

書」を法人税のᄩ定ဎԓ書にช付する必要があります。そのため、৑ࢽ金額のうち࠰ �00ɢόˌɦの金額につい

て��Ჟ又は��Ჟの税ྙをᢘ用する場合にも、৑定の事項を記載のɥ、ช付しなければなりません。
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　法人税の納税義務がある宗教法人は、地方法人税の納税義務者となります。

　地方法人税の納税義務者である宗教法人は、法人税とӷಮ、Ӳ課税事業ࡇ࠰ኳʕの日の፻日かǒ

２かஉˌ内に৑ᠤの税務署ᧈに対して課税೅แ法人税額や地方法人税の額等を記載した地方法人税

ᄩ定ဎԓ書を੩Јするとともに、その地方法人税の額を納付しなければなりません。

　この場合の地方法人税の額は、Ӳ課税事業ࡇ࠰の課税೅แ法人税額に�0.�Ჟの税ྙをʈơてᚘምした

金額です。

法人税の納税義務がある宗教法人は、地方法人税の

納税義務者となります。

この場合の地方法人税のဎԓӏƼ納付は、Ӳ課税事

業ࡇ࠰ኳʕ２ࢸかஉˌ内にしなければなりません。

（注）　地方法人税ᄩ定ဎԓ書と法人税ᄩ定ဎԓ書は一つのಮࡸとなっていますので、このಮࡸを使用することにより、法人税

ᄩ定ဎԓ書の੩Јと地方法人税ᄩ定ဎԓ書の੩Јをӷ時に行うことができます。

ғЎ ೅แ税ྙ ᠉ถ税ྙ（※）

消 費 税 ྙ

地方消費税ྙ 
２.２Ჟ

（消費税額の 22Ჩ�8）

�.��Ჟ

（消費税額の 22Ჩ�8）

合 ᚘ �0.ᲪᲟ Ჲ.ᲪᲟ

�.2�Ჟ�.�Ჟ

　消費税は、消費一般に࠼くπ࠯に課税する᧓੗税です。その納税義務は事業者が負いますが、事業者に負

ਃを൭めるものではなく、税金Ўは事業者がᝤ٥するՠԼやǵーȓǹの̖఍にԃまれて、次々と᠃۫され、

இኳ的には消費者が負ਃすることとなります。消費税の課税対象は、国内にƓいて事業者が行った᝻ငのᜯ

บ等（注）ӏƼ̬税地؏かǒのٳ国ᝣཋの引取りです。

　また、地方消費税は地方Ў権のਖ਼ᡶ、地؏ᅦᅍなどのΪܱ等のためにо設された地方税で、消費税の課税

対象とされる᝻ငのᜯบ等を課税対象としています。

　消費税ӏƼ地方消費税の税ྙは、次のとƓりです。

宗教法人も消費税ӏƼ地方消費税の納税義務が

あります。

　Ӳ事業ࡇ࠰の৑ࢽに対する法人税の納税義務がある宗教法人は、᧸ᘓཎК法人税の納

税義務者となります。

　Сࡇのಒ要については、国税庁ホームページ「᧸ᘓཎК法人税がо設されました」を

ごӋༀください。

ˋԧᲲ࠰Ხஉ１日ˌࢸに᧏ڼする事業ࡇ࠰かǒ、᧸

ᘓཎК法人税のဎԓӏƼ納付が必要になります。

（消費税ӏƼ地方消費税）

（地　方　法　人　税）
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　消費税の課税関̞について例を挙げれば、次のようになります。

①　消費税の課税対象となるかどうかの判断ؕแは、その事業が収Ⴉ事業となるかどうかのғЎによる

　のではなく、原則として事業として行ǘれる行ໝが対ࣱ̖のある᝻ငのᜯบなどに当たるかどうかで

　判断されます。例えば、݃ ᧽やពɨで金Լなどを受領するような場合には、相手方に対して᝻ငのᜯบ、

　᝻ငの貸付け又はࢫ務の੩̓を行い、そのӒ対ዅ付として金Լなどを受領するものではありませんか

　ǒ、消費税の課税対象とはなりません。

②　᝻ငのᜯบ等に当たるものであっても、消費税のࣱ఍かǒ課税対象とすることになơまないものや

　ᅈ˟૎ሊ的なᣐॾかǒ、一定のものについては非課税取引として消費税は課税されません（非課税取引

　は、消費税法Кᘙ第ȋに掲名されている取引にᨂǒれます。）。これには、例えば、宗教法人関̞では、土地

　の貸付け、࠷ᆐטの੉業料（̬Ꮛ料）、入ט料、入ט౨定料ӏƼ଀設設ͳ費などがあります。一方、ܰ ཋ᫾等

　ǁの入場料は、消費税法ɥは非課税としてཎに掲名されていませんかǒ消費税の課税対象となり、料金

　等ǁの᠃۫により消費者に消費税Ўの負ਃを൭めるということになります。

③　宗教法人の行う主な事業について消費税の課税関̞をまとめますと、2� ページの一覧ᘙ

　のようになります。

（注）１　ǤンȜǤǹႆ行事業者のႇ᥵を受けている場合は、ؕ แ஖᧓にƓける課税٥ɥ᭗が��000ɢόˌɦとなって

も、消費税のဎԓが必要です。

　　２　ؕแ஖᧓（Э々事業ࡇ࠰）にƓける課税٥ɥ᭗が��000ɢόˌɦであってもཎ定஖᧓（その事業ࡇ࠰のЭ事業

かǒ（課税஖᧓）ࡇ࠰Ჰかஉの஖᧓）にƓける課税٥ɥ᭗が��000ɢόをឬえた場合、その事業ࢸˌの日ڼ᧏ࡇ࠰　　　

　　　課税事業者となります。

なƓ、ཎ定஖᧓にƓける��000ɢόの判定は、課税஖᧓のИ日にƓいてٳ国法人の場合をᨊき、課税٥ɥ

᭗にˊえて、ዅɨ等支払額の合ᚘ額によることもできます。

３　ቇତ課税Сࡇ又は２лཎ例（Ფ�）のᢘ用を受けない課税事業者が᭗額ཎ定᝻င（Ფ2）の仕入れ等を行った場合に

は、当該᭗額ཎ定᝻ငの仕入れ等の日のޓする課税஖᧓のИ日かǒ原則として３࠰᧓は納税義務がβᨊされ

ƣ、また、その課税஖᧓のИ日かǒ２࠰᧓は「消費税ቇତ課税Сࡇᢠ৸ފЈ書」を੩Јすることができません。

（Ფ）１　２лཎ例とは、ǤンȜǤǹСࡇをೞにβ税事業者かǒǤンȜǤǹႆ行事業者になった場合に、ܱ ᨥの

課税仕入れ等に̞る消費税額をᚘምすることなく、課税஖᧓にƓける課税٥ɥ᭗に̞る消費税額の

�0Ჟに相当する金額を課税仕入れ等に̞る消費税額とǈなして、納付する消費税額をᚘምするСࡇで、

事ЭにފけЈる必要なく、̀ ԧᲯ�0࠰உ１日かǒˋԧᲲ࠰Ჳஉ�0日までの日のޓする課税஖᧓にƓい

てᢘ用することができます。

２　「᭗額ཎ定᝻င」とは、一の取引のҥˮにつき、課税仕入れに̞る支払対̖の額（税৷き）が��000ɢόˌ

ɥの౏ҵ᝻င又はᛦૢ対象׍定᝻ငをいいます。

Ხ　課税事業者が、ቇତ課税Сࡇ又は2лཎ例のᢘ用を受けない課税஖᧓ɶに金又はႉ金の地金等の仕入れ等を

行い、それǒの仕入れ等の金額の合ᚘ額（税৷き）が200ɢόˌɥである場合には、当該仕入れ等を行った課税

஖᧓の፻課税஖᧓かǒ、当該仕入れ等を行った課税஖᧓のИ日ˌ࠰�ࢸをኺᢅする日のޓする課税஖᧓までの

Ӳ課税஖᧓は、納税義務がβᨊされません。

　　　　ᛇしくは、国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】に掲載しているパンフレット「消費税のあǒま

し」をご覧ください。

（注） ᝻ငのᜯบ等とは、事業として対̖をࢽて行ǘれる᝻ငのᜯบӏƼ貸付けɳƼにࢫ務の੩̓をいいます。

（※）　᠉ถ税ྙは、①ᣒ類・ٳ᫢をᨊく᫩᫢料Լ、②ᡵ２ׅˌɥႆ行されるૼᎥ（定஖ទᛠ契約に

　　　ؕƮくもの）のᜯบを対象としています。

　事業者は、国内にƓいて課税᝻ငのᜯบ等を行った場合、消費税の納税義務がဃơます。したがって、宗教

法人もβ税事業者（ؕแ஖᧓（Э々事業ࡇ࠰）にƓける課税٥ɥ᭗が��000ɢόˌɦの事業者（ǤンȜǤǹႆ

行事業者をᨊきます。））に該当する場合をᨊき、課税᝻ငのᜯบ等を行えば納税義務を負うことになります。

１ 納税義務者

２　課税対象
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ȭ 仕入税額


Ǥ� 原則（ᆢɥげᚘም）

相手方かǒʩ付を受けたǤンȜǤǹなどの請൭書等（੩̓を受けたᩓᄬ的記᥵をԃǈます。）に記載

されている消費税額等のうち課税仕入れに̞るᢿЎの金額の合ᚘ額に�00Ўの��をੑけて仕入税額

をምЈします。


ȭ� ཎ例（л৏しᚘም）

　税ྙごとにғЎした課税஖᧓ɶの課税仕入れに̞る支払対̖の額の合ᚘ額に、��0Ўの�.�又は�0�

Ўの�.2�をੑけてምЈした金額を仕入税額とすることができます。

なƓ、л৏しᚘምにより仕入税額をᚘምできるのは、٥ɥ税額をл৏しᚘምしている場合にᨂǒれます。

仕入税額 Ჷ ×ǤンȜǤǹ等に記載された消費税額等のうち 
課税仕入れに̞るᢿЎの金額の合ᚘ額 

�� 

�00 

仕入税額 Ჷ × Ქ ×
೅แ税ྙの対象 

となる税ᡂ仕入額 

�.� 

��0 

᠉ถ税ྙの対象 

となる税ᡂ仕入額 

�.2� 

�0� 

（Ӌᎋ）٥ɥ税額と仕入税額のᚘም方法

【ᆢɥげᚘም】

ǤンȜǤǹ等に記載した消費税額等の合ᚘ額

に��/�00をੑけて消費税額をምЈする方
法です（ǤンȜǤǹႆ行事業者のǈӧ）。

ż ٥ɥ税額 Ž ż 仕入税額 Ž

【ᆢɥげᚘም】

ǤンȜǤǹ等に記載された消費税額等の合ᚘ

額に��/�00をੑけて消費税額をምЈする方
法です。

【л৏しᚘም】

税ྙごとにғЎした課税᝻ငのᜯบ等の税ᡂ

̖額の合ᚘ額かǒምЈしたそれƧれの課税೅

แ額に、�.�/�00（᠉ถ税ྙ対象の場合は

�.2�/�00）をੑけてᚘምする方法です。

【л৏しᚘም】

税ྙごとにғЎした課税仕入れに̞る支払対

̖の額の合ᚘ額に、�.�/��0（᠉ถ税ྙ対象

の場合は�.2�/�0�）をੑけてᚘምする方法

です。

仕入税額は

「ᆢɥげᚘም」

のǈᢘ用ӧ

仕入税額は

いƣれかᢠ৸ӧ


ȭ� ཎ例（ᆢɥげᚘም）

相手方にʩ付したᢘ఍請൭書（ǤンȜǤǹ）又はᢘ఍ቇତ請൭書（ቇତǤンȜǤǹ）（ˌɦこれǒを́せ

て「ǤンȜǤǹ等」といいます。）のϙしを̬܍している場合（ǤンȜǤǹ等の記載事項に̞るᩓᄬ的記᥵

を̬܍している場合をԃǈます。）には、これǒの書類に記載した消費税額等の合ᚘ額に�00Ўの��を

ੑけてምЈした金額を٥ɥ税額とすることができます。

なƓ、٥ɥ税額をᆢɥげᚘምした場合、仕入税額もᆢɥげᚘምしなければなりません。

٥ɥ税額 Ჷ ×ǤンȜǤǹ等に記載し

た消費税額等の合ᚘ額

�� 

�00 

３ 納付税額のᚘም

　消費税額は、次のምࡸによってᚘምした金額です。
Ǥ ٥ɥ税額


Ǥ� 原則（л৏しᚘም）

税ྙごとにғЎした課税஖᧓ɶの課税᝻ငのᜯบ等の税ᡂ̖額の合ᚘ額に、��0Ўの�00又は�0�

Ўの�00をੑけて税ྙごとの課税೅แ額をምЈし、それƧれの税 （ྙ�.�Ჟ又は�.2�Ჟ）をੑけて٥ɥ

税額をምЈします。

٥ɥ税額 Ჷ × Ქ ×
೅แ税ྙの対象 

となる税ᡂ٥ɥ額 
�.� 

��0 

᠉ถ税ྙの対象 

となる税ᡂ٥ɥ額 
�.2� 

�0� 
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地方消費税額は、次のምࡸによってᚘምした金額です。

納付税額は、次のምࡸによってᚘምした金額です。

（注） 地方消費税ྙは、「��Ўの22」です。

地方消費税額 Ჷ ×消費税額 地方消費税ྙ（注）

（ምࡸ）

納付税額 Ჷ Ქ消費税額 地方消費税額

（ምࡸ）

Ხ ဎԓӏƼ納付

納税義務者となる宗教法人は、課税஖᧓（事業ࡇ࠰）ኳʕの日の፻日かǒ２かஉˌ内に৑ᠤの税務署ᧈ
に対して৑定の事項を記載した消費税ӏƼ地方消費税のᄩ定ဎԓ書を੩Јするとともに、そのဎԓに̞る
消費税額ӏƼ地方消費税額の合ᚘ額を納付することになります。

Ũ ᠉ถ税ྙСࡇӏƼǤンȜǤǹСࡇについてのᛇしいऴ報は、国税庁ホームページ内

の「消費税の᠉ถ税ྙСࡇ・ᢘ఍請൭書等̬܍方ࡸ（ǤンȜǤǹСࡇ）」をご覧くだ

さい。
ᛇしくはこちǒĂ

（注）１　事業者の方は、消費税等のဎԓ等を行うために、取引等を税 （ྙ೅แ税 （ྙ１ᲪᲟ）と᠉ถ税ྙ

（ᲲᲟ））のီなるごとにғЎして記ࠚするなどのኺ （ྸғЎኺྸ）を行う必要があります。また、課

税仕入れ等に̞る消費税額を੘ᨊ（仕入税額੘ᨊ）するには、課税仕入れ等の事ܱを記᥵し、ғЎ

ኺྸに対ࣖしたࠚቐӏƼǤンȜǤǹႆ行事業者かǒʩ付を受けたǤンȜǤǹ等のɲ方の̬܍が

必要となります。これǒのɲ方が̬܍されていない場合は、原則として課税仕入れ等に̞る消費

税額は੘ᨊの対象となりません（ǤンȜǤǹСࡇ）。

２ 宗教法人の消費税額のᚘምにƓいては、一般の事業者とီなり、݃ ᧽金等の対ࣱ̖のない収入（ཎ

　定収入。2�ページの（注）ᲮをӋༀしてください。）がある場合には、課税仕入れ等に̞る消費税額の

　ᚘምについてのᛦૢが必要となります。

　　ᛇしくは、パンフレット「国、地方πσׇ˳やπσ・πႩ法人等と消費税」をご覧ください。

３　ቇତ課税Сࡇ又は2лཎ例をᢘ用してဎԓする場合には（注）２のᛦૢは必要ありません。

　※　ቇତ課税Сࡇとは、ܱ ᨥの課税仕入れ等に̞る消費税額をᚘምすることなく、課税஖᧓にƓける

　　課税٥ɥ᭗に̞る消費税額に、事業ғЎにࣖơた一定の「ǈなし仕入ྙ」をੑけてᚘምした金額を

　　課税仕入れ等に̞る消費税額とǈなして、納付する消費税額をᚘምするСࡇです。このСࡇのᢘ用

　　を受けるためには、次の要ˑをμて฼たす必要があります。

　　①　その課税஖᧓のؕแ஖᧓（Э々事業ࡇ࠰）にƓける課税٥ɥ᭗が��000ɢόˌɦであること

　　②　「消費税ቇତ課税Сࡇᢠ৸ފЈ書」をቇତ課税Сࡇのᢘ用を受けようとする課税஖᧓のИ日

　　　のЭ日までに৑ᠤの税務署ᧈに੩Јしていること

　なƓ、β税事業者の方がǤンȜǤǹႆ行事業者のႇ᥵を受けた課税஖᧓や、Э課税஖᧓のဎԓ

にƓいて２лཎ例のᢘ用を受けた課税஖᧓は、その課税஖᧓ɶに「消費税ቇତ課税Сࡇᢠ৸ފ

Ј書」を੩Јすることで、その課税஖᧓かǒቇତ課税によるဎԓを行うことができます。

（注）

※

٥ɥ税額のᚘም方法にƓいて、「л৏しᚘም」と「ᆢɥげᚘም」を́用することはᛐめǒれていますが、

仕入税額のᚘም方法にƓいて、「ᆢɥげᚘም」と「л৏しᚘም」を́用することはできません。

仕入税額のᆢɥげᚘምの方法として、課税仕入れのᣃࡇ、課税仕入れに̞る支払対̖の額に

�0/��0（᠉ถ税ྙの対象となる場合は�/�0�）をʈơてምЈした金額（１όச฼のᇢૠがဃơたと

きは、ᇢૠをЏਾて又はׄਾʞ入します。）をˎ払消費税額等としࠚ、 ቐに記載（ᚘɥ）している場合

は、その金額の合ᚘ額に��/�00をੑけてምЈする方法もᛐめǒれます（ࠚቐᆢɥげᚘም）。
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事　　業　　の　　内　　容

宗教法人の行う主な事業と消費税の課税、ɧ課税等の一覧ᘙ宗教法人の行う主な事業と消費税の課税、ɧ課税等の一覧ᘙ

Ǥ　ᔀΒ、法要等に伴う収入（়名料、Ɠࠋ଀、ྚɸ料等）

ȭ　Ɠܣり、Ɠ஝、Ɠǈくơ等の᪵ࠋ

ȏ　ዋはがき、ϙჇࠚ、ୣ、ዴᬐ、ǖうそく、̓ᑶ等のᝤ٥

ȋ　൨ˊ使用料を受領して行うى墓地の貸付け

ホ　墓地、ᩙטのሥྸ料

ɧ　課　税

ɧ　課　税

課　税

土地の貸付けに̞るものは非課税

課　税

課税、ɧ課税等のК

Ș　ᬟ៻場のኺփ

ト　土地や࡫ཋの貸付け

課　税

土地の貸付けは非課税、࡫ཋの貸付け

は課税、ただし、˰ܡの貸付けは非課税

̬Ꮛ料・入ט料・入ט౨定料・଀設設

ͳ費等は非課税

課　税

課　税

課　税

課　税

課　税

課　税

課　税

ɧ　課　税

ɧ　課　税

ɧ　課　税

Ȳ　ૼᎥ、ᩃᛏ、ᜒᛅ・法ᛅᨼ、教χのЈ༿、ᝤ٥

ȯ　ᒧᢊ、ဃᑶ、書ᢊ等の教੉

ǫ　ਖᚇ料


Ǥ� 挙ࡸを行う行ໝでஜஹの宗教෇ѣの一ᢿとᛐめǒれ

　　るもの

ȁ　ܿජ଀設（ܿש等）の੩̓（１ජ２᫢、���00όˌɦ）

Ȫ　ᅕЭ結۟、ʿЭ結۟の挙ࡸ等の行ໝ


ȭ� 挙ࢸࡸの৺ᩧܺにƓける᫩᫢ཋの੩̓


ȏ� 挙ࡸのためのᘘᘺその˂のཋԼの貸付け


ȭ� С஌、Сࠞ等のᝤ٥


ȏ� Ȏート、ᇿ記用φ等文৐φのᝤ٥


Ǥ� のኺփטᆐ࠷

Ȍ　࠷ᆐטのኺփ等

ȫ　常設の፦ᘐ᫾、Ҧཋ᫾、᝻料᫾、ܰཋ᫾等にƓける৑ᔺ

　　Լのᚇ覧

消費税ӏƼ地方消費税の一般的な事柄や手続については、パンフレット「消費税のあǒまし」をご覧ください。

（注） １　ɧ課税とはそのもののࣱឋɥ消費税の課税の対象となǒないものをいい、非課税とはஜஹ的に

　　　    は消費税の課税の対象となるものですがᅈ˟૎ሊ的ᙸ地等かǒ課税されないものをいいます。

　　　 ２　Ǥ、ȭ、ȁ、Ȫ
Ǥ�、ǫについては、շਾ金等の収受がྵ金で行ǘれるか、ྵ金ˌٳで行ǘれるか

　　　　 にかかǘǒƣ、原則として消費税はɧ課税です。

　　　 ３　ȏの「ዴᬐ、ǖうそく、̓ᑶ」のᝤ٥であっても、ݦǒӋᚽに当たってᅕЭ・ʿЭ等にささげ

　　　    るためにɦងするものは、ɧ課税です。

　　　 Ხ　ɥ記事業のうちɧ課税となる事業収入は、ཎ定収入に該当します。

　ǤンȜǤǹСࡇのɦでは、税務署ᧈにဎ請してႇ᥵を受けた課税事業者である「ǤンȜǤǹႆ行事

業者」がʩ付する「ǤンȜǤǹ」等の̬܍が仕入税額੘ᨊの要ˑとなります。

ˋԧᲯ�0࠰உかǒ消費税のǤンȜǤǹСࡇが᧏

。されていますڼ

国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】には、次のパンフレットが掲載されています。 

① 「消費税のあǒまし」 

② 「国、地方πσׇ˳やπσ・πႩ法人等と消費税」 

③ 「ᢘ఍請൭書等̬܍方ࡸのಒ要（ǤンȜǤǹСࡇのྸᚐのために）」 

※ その˂「消費税ӏƼ地方消費税のᄩ定ဎԓの手引き」や「消費税法ોദのƓჷǒせ」なども

掲載しています。 
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２　ǤンȜǤǹႆ行事業者ႇ᥵Сࡇ

　　ǤンȜǤǹをʩ付できるのは、ǤンȜǤǹႆ行事業者にᨂǒれます。ǤンȜǤǹႆ行事業者となるた

めには、ႇ᥵ဎ請手続を行い、税務署ᧈのႇ᥵を受ける必要があります。

　　ǤンȜǤǹႆ行事業者のႇ᥵手続は、宗教法人ごとに行う必要があります。

　　宗教法人にƓいても、例えば、ᬟ៻場等଀設の貸付けなど課税᝻ငのᜯบ等を行った相手方かǒǤン

ȜǤǹのʩ付を൭めǒれる場合があるため、ǤンȜǤǹႆ行事業者のႇ᥵を受けるかどうかご౨᚛ください。

　　なƓ、ǤンȜǤǹႆ行事業者のႇ᥵を受けるかどうかは宗教法人の˓ॖです。取引の

相手方が消費者やβ税事業者である場合、ǤンȜǤǹのʩ付を൭めǒれることはありません。

　　ǤンȜǤǹႆ行事業者のႇ᥵を受けるかどうかの౨᚛に当たっては、ǤンȜǤǹС

「ǁの事Эแͳのؕஜ項目ȁǧッǯǷートࡇǤンȜǤǹС」ཎ設ǵǤトに掲載しているࡇ

をご෇用ください。

チェックシート
はこちら

᳸ǤンȜǤǹႆ行事業者のဎ請かǒႇ᥵まで᳸

税

務

署

② 税務署によるݙ௹ 

事

業

者

③ ႇ᥵ӏƼπᘙ 

・ႇ᥵ቐǁのႇ載 

・ǤンȜǤǹႆ行事業者の൞名又は名称 

・ႇ᥵ဪ号、ႇ᥵࠰உ日（取消、ڂј࠰உ日） 

・法人の場合、ஜࡃ又は主たる事務৑の৑נ地 

ɥ記のǄか、事業者かǒπᘙのဎЈがあった場合には

・個人事業者Ჴ主たるދ号、主たる事務৑の৑נ地

・人఍のないᅈׇ等Ჴஜࡃ又は主たる事務৑の৑נ地

・法人ဪ号をஊする課税事業者

᳎Ქ法人ဪ号

・ɥ記ˌٳの課税事業者（個人事業者、人఍のないᅈׇ等）

᳎Ქ13 ఐのૠ܌

① ႇ᥵ဎ請手続 

事業者はˌɦの事項をǤンǿーȍットをᡫơてᄩᛐできます。

į 税務署かǒのᡫჷ ႇ᥵࠰உ日 

ᡫჷされるႇ᥵ဪ号のನ成は、ˌɦのとƓりです。

３　ǤンȜǤǹႆ行事業者の義務等（٥手のသॖໜ）

　　ǤンȜǤǹႆ行事業者には、ǤンȜǤǹをʩ付することが׉ᩊな一定の場合をᨊき、取引の相手方

（課税事業者にᨂります。）の൭めにࣖơて、ǤンȜǤǹをʩ付する義務ӏƼʩ付したǤンȜǤǹのϙ

しを̬܍する義務が課されます。

　　ǤンȜǤǹႆ行事業者は、ˌɦの事項が記載された請൭書や納Լ書その˂これǒに類する書類をʩ付

しなければなりません。

　　①　ǤンȜǤǹႆ行事業者の൞名又は名称ӏƼႇ᥵ဪ号

　　②　取引࠰உ日

　　③　取引内容（᠉ถ税ྙの対象Լ目であるଓ）

　　į　税ྙごとにғЎして合ᚘした対̖の額（税৷き又は税ᡂǈ）

　　　ӏƼᢘ用税ྙ

　　İ　消費税額等（ᇢૠϼྸは一ǤンȜǤǹ当たり、税ྙごとに１ׅƣつ）

　　ı　書類のʩ付を受ける事業者の൞名又は名称

令和〇年×月△日(株) ●● 御中

●月分駐車場代

対象 円（税込）

消費税額 円

宗教法人●●

登録番号

請求書
②③

⑤

④

⑥

①

１　ǤンȜǤǹとは

　　ǤンȜǤǹとは、「٥手が、ᝰ手に対しദᄩなᢘ用税ྙや消費税額等をˡえるための手െ」で

あり、一定の事項が記載された請൭書や納Լ書その˂これǒに類するものをいい、請൭書や納Լ書、

領収書、レǷート等、その書類の名称はբいません。
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Ხ　仕入税額੘ᨊの要ˑ（ᝰ手のသॖໜ）

　ǤンȜǤǹСࡇのɦでは、ǤンȜǤǹなどの請൭書等のʩ付を受けることが׉ᩊな一定の場合をᨊ

き、一定の事項を記載したࠚቐӏƼ請൭書等の̬܍が仕入

税額੘ᨊの要ˑとなります（※�）。̬܍が必要となるࠚ

ቐの記載事項は、ˌɦのとƓりです。 ዮѥ定Ψࠚ（仕入） ※は᠉ถ対象

࠰
ઇ要 税ғЎ 借方 ό

உ 日

ţţ᫢ԼȻ ᫢料Լ※ ᲲᲟ

ŨŨՠ事Ȼ 文৐φ Ჟ

żࠚቐの記載例Ž

② ③①

į

③

　　①　課税仕入れの相手方の൞名又は名称

　　②　取引࠰உ日

　　③　取引内容（᠉ถ税ྙの対象Լ目であるଓ）

　　į　対̖の額

　　なƓ、ᡫ常、契約書にؕƮきˊ金ൿฎが行ǘれ、取引のᣃࡇ、請൭書や領収書がʩ付されない

取引（例Ჴ൑உのᬟ៻場ˊの支払）であっても、仕入税額੘ᨊを受けるためには、ǤンȜǤǹの̬܍

が必要となります。ǤンȜǤǹとして必要な記載事項は、一の書類だけでμてが記載されている必要は

なく、例えば、契約書にǤンȜǤǹとして必要な記載事項の一ᢿが記載されてƓり、ܱᨥに取引を行っ

た事ܱをܲᚇ的に示す書類（ᡫࠚや、᤼行がႆ行したਰᡂ金受取書）とともに̬܍してƓけば、仕入税

額੘ᨊの要ˑを฼たす（※2）こととなります。

Ჯ　β税事業者のႇ᥵手続

　　β税事業者の方が、ˋԧ�0࠰�உ�日かǒˋԧ࠰���உ�0日までの日のޓする課税஖᧓ɶにǤンȜ

Ǥǹႆ行事業者のႇ᥵を受ける場合、「ᢘ఍請൭書ႆ行事業者のႇ᥵ဎ請書」にႇ᥵ࠎஓ日（ႇ᥵

ဎ請書を੩Јする日かǒ��日ˌࢸのႇ᥵を受ける日としてࠎஓする日）を記載することで、ႇ᥵ࠎ

　ஓ日かǒǤンȜǤǹႆ行事業者となることがӧᏡです（ኺᢅਜ਼ፗ）。

　　この場合、「消費税課税事業者ᢠ৸ފЈ書」の੩Јは必要なく、ႇ᥵ࠎஓ日ࢸにႇ᥵が完ʕした場

　合であっても、ႇ᥵ࠎஓ日にႇ᥵を受けたものとǈなされます。

　　ɥ記ኺᢅਜ਼ፗのᢘ用を受ける場合、ႇ᥵を受けた日かǒ２࠰をኺᢅする日のޓする課税஖᧓の஛日

までは、β税事業者となることはできない（ႇ᥵を受けた日がˋԧᲯ�0࠰உ１日のޓする課税஖᧓ɶ

である場合をᨊきます。）ため、「ᢘ఍請൭書ႆ行事業者のႇ᥵の取消しを൭めるଓのފЈ書」を੩Ј

し、ႇ᥵のјщがڂǘれても、ؕแ஖᧓の課税٥ɥ᭗にかかǘǒƣ、課税事業者として消費税のဎԓが

必要となります。

インボイス発行事業者

【例】 令和8年1月1日を登録希望日として登録申請手続を行う場合

インボイス発行事業者インボイス発行事業者

【例】 令和8年1月1日を登録希望日として登録申請手続を行う場合【例】 令和8年1月1日を登録希望日として登録申請手続を行う場合
登録希望日

令和８年１月１日
申請書提出日

令和７年12月17日

（※�）　ؕแ஖᧓の課税٥ɥ᭗が �Εόˌɦなど一定規೉ˌɦの事業者について、ˋԧ � ࠰ �0 உ�日

かǒˋԧ ࠰�� � உ �0 日までの᧓に行う税ᡂ�ɢόச฼の課税仕入れについては、一定の事項

を記載したࠚቐのǈを̬܍することでǤンȜǤǹの̬܍がなくとも仕入税額੘ᨊがӧᏡです。

（※2）　Сࡇ᧏ڼЭにଏに契約書を作成している場合には、ૼたに契約書を作成する必要はなく、ႇ᥵

ဪ号等のǤンȜǤǹ記載事項としてɧឱしている事項を取引の相手方かǒᡫჷを受けることにより

対ࣖすることもӧᏡです。

（印　紙　税）

宗教法人も印紙税の納税義務があります。

印紙税は、日常の取引に伴って作成される一定の文書に課税される税金で、例えば、消費貸借に関す

る契約書、請負に関する契約書、金銭の受取書（領収証）など、印紙税法で規定する20種類の文書によ

り証されるべき事項を証明する目的で作成されたもののうち、非課税文書に該当しない文書（課税文書）

が課税の対象となります。

１　納税義務者

　　印紙税の納税義務は課税文書を作成した時に成立し、課税文書の作成者が、その作成した課税文書に

ついて印紙税を納める義務があります。

２　宗教法人が作成する主な文書の取扱い

　　宗教法人が作成する文書の取扱いについて例を挙げれば、次のようになります。

　①　墓地使用契約書・承諾書

　　　宗教法人が墓地の使用を承諾し、これに対し相手方が使用料を支払うことを約する文書は、第１号

　　の２文書（土地の賃借権の設定に関する契約書）に該当します。

　②　工事（修繕）請負契約書

　　　寺院等の工事や修繕などを請負業者に委託する契約書は、第２号文書（請負に関する契約書）に該

　　当します。

　　※　請負とは、当事者の一方（請負者）がある仕事の完成を約し、相手方（注文者）がその仕事の結

　　　果に対して報酬を支払うことを内容とする契約をいいます。

　③　領収証

　　　宗教法人が作成する領収証には印紙税は課税されません。

（注）　印紙税は文書に記載されている個々の内容について課税文書に該当するかどうかの判断を行い

　　　ます。このため、例示した①のような名称の契約書であっても、その記載内容によっては、課税

　　　文書に該当しない場合もあります。

３　印紙税の納付方法

　　課税文書の作成者は、原則として、課税文書に課されるべき印紙税相当額の収入印紙を貼り付ける方

法により印紙税を納付します。この場合には、印章又は署名で、その課税文書と印紙の彩紋とにかけて、

　判明に印紙を消す必要があります。

　印紙税の一般的な事柄や手続については、国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp/publication/

pamph/01.htm】に掲載のパンフレット「印紙税の手引 」をご覧ください。
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（印　紙　税）

宗教法人も印紙税の納税義務があります。

印紙税は、日常の取引に伴って作成される一定の文書に課税される税金で、例えば、消費貸借に関す

る契約書、請負に関する契約書、金銭の受取書（領収証）など、印紙税法で規定する20種類の文書によ

り証されるべき事項を証明する目的で作成されたもののうち、非課税文書に該当しない文書（課税文書）

が課税の対象となります。

１　納税義務者

　　印紙税の納税義務は課税文書を作成した時に成立し、課税文書の作成者が、その作成した課税文書に

ついて印紙税を納める義務があります。

２　宗教法人が作成する主な文書の取扱い

　　宗教法人が作成する文書の取扱いについて例を挙げれば、次のようになります。

　①　墓地使用契約書・承諾書

　　　宗教法人が墓地の使用を承諾し、これに対し相手方が使用料を支払うことを約する文書は、第１号

　　の２文書（土地の賃借権の設定に関する契約書）に該当します。

　②　工事（修繕）請負契約書

　　　寺院等の工事や修繕などを請負業者に委託する契約書は、第２号文書（請負に関する契約書）に該

　　当します。

　　※　請負とは、当事者の一方（請負者）がある仕事の完成を約し、相手方（注文者）がその仕事の結

　　　果に対して報酬を支払うことを内容とする契約をいいます。

　③　領収証

　　　宗教法人が作成する領収証には印紙税は課税されません。

（注）　印紙税は文書に記載されている個々の内容について課税文書に該当するかどうかの判断を行い

　　　ます。このため、例示した①のような名称の契約書であっても、その記載内容によっては、課税

　　　文書に該当しない場合もあります。

３　印紙税の納付方法

　　課税文書の作成者は、原則として、課税文書に課されるべき印紙税相当額の収入印紙を貼り付ける方

法により印紙税を納付します。この場合には、印章又は署名で、その課税文書と印紙の彩紋とにかけて、

　判明に印紙を消す必要があります。

　印紙税の一般的な事柄や手続については、国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp/publication/

pamph/01.htm】に掲載のパンフレット「印紙税の手引 」をご覧ください。
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（注）�  เඡ৑ࢽ税ӏƼࣄᐻཎК৑ࢽ税等のᩓ܇納税のǈをМ用する場合には、ᩓ܇証明書の取ࢽやႇ᥵はɧ要です。 

2  宗教法人のˊᘙࢫՃのȞǤȊンȐーǫーȉもᩓ܇証明書としてごМ用いただけます。 

イ ー タ ッ ク ス

ｅ‐Ｔａｘソフト（WEB版）のご案内

　G�6aZǽフトをǤンǹトーȫし、

И஖ႇ᥵を行います。

　ᩓ܇証明書をႇ᥵することによ

り、৑ࢽ税、法人税ӏƼ地方法人

税、消費税ӏƼ地方消費税等のᩓ܇

ဎԓやӲ種ဎ請・ފЈのᩓ܇੩Јに

ついてもごМ用いただけます。

　ǪンȩǤンで᧏ފڼЈを行うᨥには、

ᩓ܇納税に必要な納税用ᄩᛐဪ号、納税

用ǫȊ൞名・名称のႇ᥵も́せて行って

ください。

　᧏ފڼЈは৑ᠤ税務署に書᩿で੩Јし

て行うこともできます。

　เඡ৑ࢽ税ӏƼࣄᐻཎК৑ࢽ税の納付は、G�6aZホームページのG�6aZǽフト（9'$༿）をご

М用になると̝Мです。

　G�6aZǽフト（9'$༿）をごМ用になると、᧏ފڼЈ書のǪンȩǤン੩Јかǒ৑ࢽ税ࣉ収᭗ᚘ

ም書の作成・ᡛ̮ӏƼ納付までを一ᡲのદ作で行うことができます。

　ᩓ܇証明書が᳃Ჽǫーȉ

に఍納されている場合は、

᳃ᲽǫーȉȪーȀȩǤǿが

必要となります。

　税務署や金ᗡೞ関にЈӼくことなく、ᐯܡやǪフǣǹ等かǒ「ȀǤレǯト納付」等をМ用して納付でき
ます。

Ũ　ᐯܡやǪフǣǹ等で納付ができて̝МᲛ

Ũ　เඡࣉ収税額Ცόの৑ࢽ税ࣉ収᭗ᚘም書をȇーǿᡛ̮できて̝МᲛ

G�6aZのМ用ӧᏡ時᧓内で、かつ、ごМ用の金ᗡೞ関のǷǹȆムがᆙ΁している時᧓であれば、納付できます。

なƓ、G�6aZは、ȡンȆȊンǹ時᧓をᨊき、2�時᧓М用ӧᏡです。

ȡンȆȊンǹ時᧓については、G�6aZホームページでごᄩᛐください。

　ዅɨ等の支払があり納付税額がない場合でも、เඡࣉ収税額Ცόの৑ࢽ税ࣉ収᭗ᚘም書ȇーǿをᡛ̮すれ

ば、৑ࢽ税ࣉ収᭗ᚘም書を税務署にਤӋ又はᡛ付する必要はありません。

「ȀǤレǯト納付」とは、G�6aZをМ用して、事ЭにފЈをした᪳ᝪ金ӝࡈかǒ、ӝࡈ引ᓳしにより納付す

る方法です。ȀǤレǯト納付のМ用には、Иׅのǈ事Эに「ȀǤレǯト納付М用ފЈ書」を੩Јする必要が

あります。

※　「ȀǤレǯト納付М用ފЈ書」を੩Јしただけでは、納付は完ʕしていません。

日、ȀǤレǯト納付が使用できるようになりましたǒ、G�6aZのȡッǻージࢸ　

Ȝッǯǹに「ȀǤレǯト納付ႇ᥵完ʕᡫჷ」が఍納されますので、納付を行う場

合は、ȡッǻージが఍納されたࢸに、ોめて納付手続を行っていただく必要があ

ります。

①事Эแͳ（ᩓ܇証明
　書の取ࢽ等）（注）

①事Эแͳ（ᩓ܇証明
　書の取ࢽ等）（注）

③И஖ႇ᥵（ᩓ܇証明書のႇ᥵等）（注）③И஖ႇ᥵（ᩓ܇証明書のႇ᥵等）（注）②᧏ފڼЈをǪンȩǤンで行い、
　М用者ᜤКဪ号等を取ࢽ
②᧏ފڼЈをǪンȩǤンで行い、
　М用者ᜤКဪ号等を取ࢽ

ᛇしくは、G�6aZホームページ【https://www.G�taZ.nta.go.jp】をご覧ください。

ｅ‐Ｔａｘのメリット

ｅ‐Ｔａｘ利用開始までの流れ

（国税電子申告・納税システム）のご案内

Ũ　金ᗡೞ関や税務署のᆸӝが᧏いていなくても納付ができて̝МᲛ

詳しくはこちら↑
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